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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成２０年３月１７日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時５６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 南野直司  委　　員 川口純子

委　　員 柴田繁勝  委　　員 山本善信  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　吉田和生

都市整備部長　山脇　智 同部理事　中谷久夫

同部次長兼建築住宅課長　長野俊郎　　同部参事兼都市計画課長　小山和重

まちづくり支援課長　土井正治　同課参事　鬼追弘臣 都市計画課参事　新留清志

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　議案第　１号　平成２０年度摂津市一般会計予算所管分

　　議案第１０号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

　　議案第２１号　都市公園を設置すべき区域の決定の件

　　議案第２２号　都市公園の新設に関する直接施行の同意の件
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（午前１０時　開会）

○木村委員長　おはようございます。

　ただいまから、駅前等再開発特別委員

会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　先日、各委員会等々、お忙しい中、きょ

うは駅前等再開発特別委員会をお持ちい

ただきまして、ありがとうございます。

　本日は、平成２０年度摂津市一般会計

予算所管分の外３件についてご審査をい

ただくことになりますが、どうか慎重審

査の上、ご可決を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

　私、一たん退席いたしますが、どうぞ

よろしくお願いします。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、山本善

信委員を指名します。

　審査の順序につきましては、議案第１

号所管分、議案第１０号所管分、議案第

２１号及び議案第２２号について一括で

審査を行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分、議案第１０号所管

分、議案第２１号及び議案第２２号の審

査を行います。

　補足説明を求めます。

　中谷都市整備部理事。

○中谷都市整備部理事　おはようござい

ます。

　議案第１号、平成２０年度摂津市一般

会計予算のうち、都市整備部都市計画課

にかかわる部分につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目３、土木費負担金、都市計画

費負担金は、電線共同溝整備工事負担金

でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目２、土木費国庫補助

金のうち都市計画費補助金は、まちづく

り交付金でございます。

　次に、５５ページ、款１６、財産収入、

項１、財産運用収入、目１、財産貸付収

入、都市建物貸付収入は、土地貸付収入、

都市計画課分でございます。

　次に、５６ページ、項２、財産売払収

入、目１、不動産売払収入、土地売払収

入は土地売払収入でございます。

　歳出でございますが、１７３ページ、

款７、土木費、項４、都市計画費、目７、

南千里丘まちづくり事業費では、賃金は

非常勤職員等賃金でございます。報償費、

旅費、需用費及び役務費は南千里丘まち

づくり事業にかかわる事務執行経費でご

ざいます。

　次に、１７４ページ、委託料は境川親

水化詳細設計委託料など、まちづくり整

備調査委託料、法律アドバイザー委託料

などでございます。使用料及び賃借料は、

事業に伴います土地借上料でございます。

工事請負費は、境川親水化工事など、ま

ちづくり整備工事費でございます。負担

金、補助及び交付金は、阪急新駅設置負

担金と境川周辺整備工事負担金でござい

ます。補償、補填及び賠償金は、整備工

事に伴います電柱など、物件移転補償費

でございます。目８、土地区画整理事業

費では、旅費、需用費及び役務費は南千

里丘土地区画整理事業にかかわる事務執
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行経費でございます。

　次に、１７５ページ、委託料は画地確

定測量設置など、区画整理整備調査委託

料、現場技術業務委託料などでございま

す。使用料及び賃借料は、事業に伴いま

す事務所等借上料などでございます。工

事請負費は、区画道路１号線など、区画

整理整備工事でございます。備品購入費

は、事務所器具費でございます。負担金、

補助及び交付金は、上水道整備等工事負

担金でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成１９

年度摂津市一般会計補正予算（第５号）

のうち、都市整備部都市計画課にかかわ

る部分につきまして、目を追って主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず歳入でございますが、１６ページ、

款１４、国庫支出金、項２、国庫補助金、

目２２、土木費国庫補助金、都市計画費

補助金は、まちづくり交付金でございま

す。

　１９ページ、款１６、財産収入、項２、

財産売払収入、目１、不動産売払収入は、

土地売却収入でございます。

　歳出でございますが、５７ページ、款

７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費で、需用費は阪急京都線連続

立体交差事業に係る経費の執行差金であ

ります。

　５８ページ、目７、南千里丘まちづく

り事業費では、賃金、旅費、需用費は南

千里丘まちづくり事業に係る経費の執行

差金であります。

　５９ページ、目８、土地区画事業費で、

使用料及び賃借料は、南千里丘土地区画

整理事業に係る経費の執行差金でありま

す。

　次に、７ページ、第２表、継続費の補

正をご覧ください。また、補正予算書の

７９ページ及び８０ページに継続費に関

する調書といたしまして、全体事業に係

る財源内訳をお示しいたしておりますの

で、あわせてご覧ください。

　款７、土木費、項４、都市計画費、南

千里丘まちづくり事業におきましては、

境川親水化工事に係る経費の追加を行う

とともに、一部工事を平成２０年度に前

倒しを行ってまいりまして事業を進める

ものであります。

　次に、南千里丘土地区画整理事業にお

きましては、一部工事を平成１９年度、

２０年度に前倒しを行いまして事業を進

めるものであります。

　８ページ、第３表、繰越明許費をご覧

ください。

　款７、土木費、項４、都市計画費、南

千里丘まちづくり事業におきましては、

阪急電鉄の軌道との近接工事となるため、

橋梁の構造及び、それに伴います河川管

理者との協議に期間を要したため、年度

内に完成が困難となったものであります。

　以上、補正予算の内容の補足説明とさ

せていただきます。

　以上でございます。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　それでは、議案第１

号、平成２０年度一般会計当初予算のう

ち、市長公室にかかわります部分につき

まして、目を追って主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、一般会計予算書

の９０ページをお開き願います。あわせ

まして、予算概要の２９ページをご参照

願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１５、コミュニティプラザ費では、南千

里丘まちづくり事業にあわせ、シビック
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ゾーンにおけます公共公益施設の再配置

に伴い、（仮称）摂津市駅前に設置予定

の（仮称）コミュニティプラザ複合施設

の整備事業にかかわります予算でござい

ます。

　現在、昨年１０月に策定いたしました

（仮称）コミュニティプラザ複合施設基

本構想案に基づきまして、南千里丘まち

づくりの共同事業者であるジェイ・エス・

ビーから提案をいただいております大学

コンソーシアムとの一体整備に基づき、

施設の基本設計をお願いをいたしている

ところであります。今後、基本設計から

詳細設計と進めるに当たって、本市とし

て対応すべき項目への取り組みに関する

予算を計上させていただいております。

　その主なものは、報償費では、南千里

丘まちづくり全体のアドバイスをいただ

いているアドバイザーへの報償金でござ

います。委託料では、（仮称）コミュニ

ティプラザ複合施設にかかわります契約

書等の作成において、さまざまな法的な

問題について専門的なアドバイスをいた

だくため、弁護士事務所に対する法律ア

ドバイザーへの委託料及び施設の運営管

理マニュアル策定にかかわる委託料であ

ります。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成１９

年度摂津市一般会計補正予算のうち、市

長公室にかかわります事項につきまして

主なものにつきまして補足説明をさせて

いただきます。

　歳出についてでありますが、３２ペー

ジをお開き願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１５、コミュニティプラザ費のうち、委

託料におきまして、法律アドバイザーで

は、（仮称）コミュニティプラザ複合施

設にかかわります契約書作成が平成２０

年度になったことから、減額をいたした

ものであります。

　また、物件調査費に関しましては、保

健センター内の医師会事務所が（仮称）

コミュニティプラザ複合施設に移転しな

いとの意向によりまして、その施設の資

産評価が不要となったものであります。

　次に、コミュニティプラザの基本設計

にかかわります委託料につきましては、

本市では実施せず、共同事業者のジェイ・

エス・ビーに行っていただくことから不

要となったものであります。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○木村委員長　山脇都市整備部長。

○山脇都市整備部長　議案第１号、平成

２０年度摂津市一般会計予算のうち、都

市整備部まちづくり支援課にかかわる部

分につきまして、目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、１７０ページ、

款７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費では、報償費、旅費、需用費

及び役務費のうち、阪急正雀駅前地区整

備支援事業及び吹田操車場跡地まちづく

り事業にかかわる経費でございます。

　委託料は、吹田操車場跡地利用検討業

務委託料でございます。これは、まちづ

くり構想の実現に向けた、まちづくり基

本計画の策定に係るものであります。

　次に、１７１ページ、負担金、補助及

び交付金については、吹田操車場跡地ま

ちづくり負担金でございます。これは、

吹田市とともに、まちづくりの計画をよ

り実現性の高いというものとするために

組織した、有識者からなるまちづくり計

画委員会の運営に係る費用の負担金でご

ざいます。

　１７３ページ、目６、再開発事業費で
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は、千里丘西地区市街地再開発検討業務

委託料であります。これは、千里丘西地

区の市街地再開発の事業の可能性につい

て検討するものであります。

　次に、１１ページに戻っていただきた

いと思います。

　１１ページの債務負担行為につきまし

ては、（仮称）千里丘公園整備事業でご

ざいます。

　これは、吹田操車場跡地のまちづくり

にあわせ都市公園を整備するものであり

ます。施行期間につきましては、平成２

２年度より平成２６年度までの予定でご

ざいますが、本年７月に都市計画決定を

予定しており、都市計画決定までに公園

の用地取得が必要となりますことから、

債務負担行為を設定するものであります。

　以上、平成２０年度の予算内容の補足

説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成１９

年度摂津市一般会計補正予算（第５号）

のうち、都市整備部まちづくり支援課に

かかわる部分につきまして、目を追って

主なものについて補足説明させていただ

きます。

　歳出でございますが、５７ページ、款

７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費では、報償費、旅費、需用費

及び負担金、補助及び交付金については、

阪急正雀駅前地区整備支援事業及び吹田

操車場跡地利用検討事業にかかわる経費

の執行差金であります。

　委託料は、吹田操車場跡地利用検討委

託業務として計上しておりましたが、都

市再生機構が区画整理事業の事業主体と

なることが決定しましたことから、一部

委託業務が不要となったため、減額する

ものでございます。

　５８ページ、目６、再開発事業費では、

報償費、旅費、需用費は千里丘西地区市

街地再開発支援事業にかかわる経費の執

行差金であります。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

　続きまして、議案第２１号及び議案第

２２号につきまして補足説明をさせてい

ただきます。

　議案第２１号、都市公園を設置すべき

区域の決定の件及び議案第２２号、都市

公園の新設に関する直接施行の同意の件

につきましては、いずれも吹田操車場跡

地で予定しております（仮称）千里丘公

園の整備にかかわる内容でございます。

　（仮称）千里丘公園の整備につきまし

ては、平成１９年１２月２７日に、独立

行政法人都市再生機構と本市とにおいて

（仮称）摂津市千里丘四丁目地区防災公

園街区整備事業に関する基本協定書を締

結しており、本委員会においても報告さ

せていただいております。

　（仮称）千里丘公園につきましては、

平成２０年７月の都市計画決定を予定し

ておりますが、都市計画決定までに都市

再生機構により用地取得を行う必要があ

りますことから、議案第２１号において

は、都市公園法第３３条第５項の規定に

より、議会の議決をもって、（仮称）千

里丘公園の区域を決定しようとするもの

であります。

　また、議案第２２号の都市再生機構に

よります（仮称）千里丘公園の直接施行

の同意の件につきましては、既に基本協

定書は締結しておりますが、独立行政法

人都市再生機構法第１８条第１項におい

て、公園の管理者であります市にかわっ

て都市再生機構が公園施設の整備工事を

施行する場合には市の同意を得るものと

されており、同条３項において、管理者

であります市が同意しようとする場合は、

あらかじめ議会の議決を経なければなら
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ないとされておりますことから、今回、

議決を求めるものであります。

　なお、公園の区域図を議案参考資料の

２６ページに添付いたしておりますので、

ご参照いただきますようお願い申し上げ

ます。

　以上、補足説明をさせていただきまし

た。

○木村委員長　説明が終わり質疑に入り

ます。

　嶋野委員。

○嶋野委員　おはようございます。

　それでは、何点かにつきまして質問を

させていただきたいと思います。

　まず、第１号、２０年度の一般会計の

算につきましてですけれども、冒頭に中

谷理事からご説明いただきまして、歳入

にわたりまして４点ほどご説明があった

のかなというふうに思うんすが、具体的

に申し上げますと、３２ページの土木費

の負担金、４２ページのまちづくり交付

金、５５ページの土地貸付収入、５６ペー

ジの財産売払収入の４点かと思うんです

が、それぞれもう少し詳しく内容をご説

明いただきたいと思います。

　そして、歳出なんですけれども、まず

コミュニティプラザ費でございます。

　公室長からご説明いただきまして、報

償金と、それから法律アドバイザーの委

託料が計上されておられまして、報償金

というのは、いわゆる南千里丘の全体を

どのようなまちづくりにしていくのかと

いった全体的な構想に対する意見をいた

だくということの報償金なのかというふ

うに理解しておりまして、実際に法律に

沿って進めていく中で、法律アドバイザー

の方にもお願いしていくということなの

かなと理解をしているんですが、その点、

法律アドバイザーの方と、それから報償

金を支払って全体について意見をいただ

く方とのすみ分けというんでしょうか、

業務の違いということにつきましても、

１点ご説明いただきたいなと思います。

　それと、運営管理マニュアルというこ

とで、今回、６５０万円が計上されてい

るわけなんですけれども、具体的に今回

どの程度といいますか、どこまでその運

営管理ということで具体的なものが出て

くるのかちょっとわかりませんので、そ

の点につきましてもお聞かせをいただき

たいなと思います。

　続きまして、街路事業費でございます。

　連続立体交差事業の調査負担金という

ことで、今回４００万円が計上されてい

るわけなんですが、前回か前々回かちょっ

と忘れましたけれども、理事の方から、

これは国費調査を行うということでお聞

かせをいただきました。どういった調査

のメニューになるのかということを１点

ちょっとお聞きしたいということと、そ

れと全体でどの程度の事業になるのか、

今回４００万円が我が市としての負担金

として計上されとるわけなんですけれど

も、全体としてどの程度の事業になるの

か、ちょっとお聞かせいただきたいなと

思います。

　それと、吹操につきまして、跡地利用

の検討業務委託ということで、今回８０

０万円が計上されてるわけなんですけれ

ども、冒頭説明によりますと、基本計画

をつくるために行っていくんだというよ

うなご説明があったかと思うんですが、

その中で、ことし市長の市政運営の基本

方針の中でも触れておられますけれども、

クリーンセンターについては、２０年度

内に方向性を見出していくというような

ことが明らかにされていたと思います。

この点について、もちろん含まれていく

のかなという気がするんですが、この中

身についても一度お聞かせいただきたい

－�6�－



と思います。

　続きまして、千里丘西口の再開発にか

かわる事業費としてお聞かせいただきた

いと思います。

　今回、この事業に関しましての検討業

務委託というものが計上されておられま

して、これは代表質問の中でもいろいろ

と多くの会派からも質問が出されており

ましたし、また、ご答弁をいただきまし

て、一定の内容につきましては理解をし

ているつもりなんですが、その中で、ど

ういった可能性があるのか、例えば、今、

計画決定してる土地がありますので、そ

こをまず先行して安全確保していくとい

うことも一つの考え方だと思いますし、

いろいろな考え方があると思うんですが、

どういった可能性があるのか、その可能

性についてお聞かせをいただきたいなと

思います。

　続きまして、南千里丘のまちづくりに

ついてお聞かせいただきたいと思うんで

すが、これは要は区画整理をしていくと

いうことになりまして、当然、民間の業

者からも協力をしていただきながら進め

ていくわけになると思うんですが、全体

としてどの程度の予算がかかるのか、現

在の見込みで結構ですのでお聞かせいた

だきたい。その中で、市の持ち出しと申

しますか、市としては一体どれぐらいの

経費を見込んでおられるのか、お聞きし

たいなと思います。

　続きまして、議案第１０号の補正につ

きましても、３点ばかりお聞きをしたい

なと思います。

　これも、３点すべて歳入なんですけれ

ども、まず１６ページのまちづくり交付

金が今回５２０万円増額になっておると

いうことなんですが、この内容について

もお聞かせいただきたいと思いますし、

また１９ページ、土地の売払収入につい

ても、どういった内容のものなのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

　それとですね、７ページなんですが、

継続費の補正が出ておりまして、事業を

前倒ししていくというようなご説明があっ

たと思うんですが、この前倒しですよね、

その内容につきましてもお聞かせいただ

きたいと思います。

　最後に、議案第２１号と２２号にかか

わる質問を１点させていただきたいと思

います。

　今回、仮称でございますけれども、千

里丘公園を設置すべきということで、公

園の面積約１．１ヘクタールということ

で付託をされてるわけなんですが、ご説

明によりますと、防災機能を備えた公園

を整備していくということで私は理解を

しているんですが、それはどういった中

身になるのか、それによってはですね、

どの程度の面積が必要になってくるのか

といった判断になろうかと思いますので、

それは具体的にどういった機能を有した

ものをですね、この地域に整備しようと

されておられるのか、その点についても

お聞かせいただきたいと思います。

　以上、お願いいたします。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　第１番目の歳入

の関係の３２ページの負担金、まちづく

り交付金、土地の貸付金、それと土地の

売払費をもう少し詳細を説明していただ

きたいということでありまして、３２ペー

ジの都市計画費の中で電線共同溝整備負

担金ということでございますけども、こ

の負担金につきましては、この南千里丘

地区につきましては無電柱化の路線を設

定しております。その無電柱化の路線の

ために電線を一つに集めて共同溝という

形で整備をしてまいります。そのとき一

部工事負担金を申し込みのあった各企業
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からいただくということで、歳入の方で

入れております。

　次に、まちづくり交付金でございます

けども、これにつきましては、南千里丘

まちづくり全体事業における補助金で、

都市再生整備計画書ということで、国の

方に一括補助金で申請しております。そ

して、その一括補助金の収入を平成２０

年度に予算として上げておりまして、そ

れの内訳としまして、４２ページの説明

のところで、まちづくり交付金の計算式

を書かさせていただいておりますが、今

年度、平成１９年度におきまして増額が

ございました。

　ということで、来年度予算にもらえる

補助金から今年度余分にいただきました

ので、その分を差し引いたお金を来年度

計上させていただいているということに

なっております。トータル的に４０％の

補助金をいただくということになってお

ります。

　そして、貸付金でございますけども、

これにつきましては、換地で警察の横の

ふれあい広場のところなんですけども、

ふれあい広場の半分は市の用地として換

地をいたしております。そして、警察側

のところ半分が市の用地になっておりま

して、今現在、摂津交通安全自動車協会

の移転交渉を行っておりまして、その移

転先を市の用地のところで考えておりま

す。そして、その移転先の借地料という

ことで計上させていただきました。

　そして、もう一つは土地の売り払いと

いうことなんですけども、これにつきま

しては、当初、平成２０年度で保留地を

売却していく予定で事業計画に記載させ

ていただいておりましたけども、先ほど

の質問、８番目の１９ページの土地の売

り払いということで質問ございましたけ

ども、その保留地が、今年度、１９年度

で売却できまして保留地契約いたしまし

た。それの収入として、平成２０年度は

枠だけを計上させていただき、平成１９

年度につきましては、約４，５００万の

収入で補正で上げさせていただいている

という状況になっております。

　そして、次に南千里丘の８番目のまち

づくり交付金の増額ということなんです

けども、補正で当初は２，０８０万のお

金を計上させていただいたのですけれど

も、国の方からもう少し交付金を渡しま

すということで、５２０万円の増額で、

今年度２，６００万円のお金が入ってく

るということになっております。

　それと、もう一つ、先ほども言いまし

たが、１９ページの土地の売払金につき

ましては、保留地の売却の手付金という

んですか、前金というんですか、それが

一部入ってきたということでありまして、

これが全額の契約ではございません、一

部ということになっております。

　それと、継続費の事業の前倒しという

ことなんですけども、当初は平成２０年

度から工事を始めて、２１年度というこ

とで継続費を組まさせていただいて事業

を進める予定で、２０年度と２１年度で

分割して発注する予定をしておりました

けれども、平成２２年のまち開きを考え

ますと、かなり長期間の工事になるとい

うことを想定しまして、２か年にまたがっ

た工事計画になり、平成２１年度で執行

する予定の工事を平成２０年度に、先に

発注して、まち開きに間に合わせたいと

いうことで、平成２１年度分を２０年度

に前倒しさせていただいたというような

状況であります。

　全体事業費につきましては、さきの議

会で事業費を配付させていただいており

ますけれども、今現在では３６億円を全

体事業費として考えております。
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　ただ、境川が本格的に整備の了解をも

らいましたので、今回、４億円の支出金

を考えておりますが、まだ、これにつき

ましては平成２０年度分の大阪府への負

担でありまして、２１年度もふえてまい

るというような状況を考えております。

前回１２月の議会で配付させていただい

た総事業費３６億３，９００万円プラス、

境川では約６億円から７億円ぐらいの事

業費が上積みになるものと、今の段階で

は見ております。そして、福祉会館にか

かわる撤去も、今現在、基本調査をやっ

ておりますので、それが出た時点では、

増額か減額かはわかりませんけども、変

更が生じてくると思っております。今後

も、事業を進める中で多少の増減は出て

くるかと思います。

　よろしくお願いします。

○木村委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私の方

からは、コミュニティプラザにかかわり

ますご質問が２点ありましたので、ご答

弁させていただきます。

　まず、法律アドバイザーの件、それと

報償費の積算でございますけれども、ま

ず報償費につきましては、現在３点盛り

込んでおります。今日までご協力いただ

いております、まちづくりアドバイザー

の報償費と、それとコミュニティプラザ

にかかわります件で、今現在、まちづく

り懇談会の方でご協力いただいている大

学の教授のアドバイザー費用、まちづく

り懇談会にかかわりますアドバイザー費

用、これにつきましては、都市計画サイ

ドの費用、まち全体に対するアドバイス

の懇談会の検討費用とは別に、コミュニ

ティプラザにかかわります市民の方々の

ご意見をお聞きできるように、ご指導を

仰ぎながらということで、その件で別途

こちらの方でも予算を計上させていただ

いているとことでございます。

　次に、もう１点目の費用といたしまし

ては、税務相談が、今後、民間といく場

合に、いろんな税法、法人税も所得税も

いろんなそういう税法上のご相談ができ

るようにということで、現在、予算上、

税務相談として税理士の方にアドバイザー

としてお願いをしたいというふうに考え

ております。そういうまちづくり全体、

そして、まちづくり懇談会、そして税務

相談という３点のアドバイスを専門家の

方々からいただけるようにということで、

報償金を計上させていただいております。

　その次に、弁護士の法律アドバイザー

ということになりますけども、現在、平

成１９年度におきましても委託料として

計上させていただいております。

　具体的には、今後、コミュニティプラ

ザが、民間と、今、設計いただいており

ますけれども、それが具体的に、今後、

建設、また、それにかかわる、例えば具

体的に決まれば契約等の関係もあります。

そういう契約を締結するに至っては、や

はり司法上のきちっとした明確な契約事

項を成立さすということが重要になって

こようかと思います。

　今日までは、摂津市が建物を建てて、

だれとも契約することなく、自分の資産

として使ってきたということにおきます

と、弁護士のアドバイスをいただくこと

はめったになかろうかと思いますけども、

今後、民間の建物を借りていく。そして、

その中で継続的に安定した、やはり市民

の方が使っていただくためには司法上の

約束事を契約として、きちっと契約を巻

くと申しますか、やっていくという姿勢

のために、アドバイスできちっと整理し

ていきたいということで、法律アドバイ

ザーの委託料を計上させていただいてお

ります。
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　報償金としましては、そこに至るまで

のプロセスですね、プロセスをいろんな

アドバイザーの報償金で専門家の意見を

聞きながら、そして契約の段階では、法

律のアドバイザーのご指導、また内容の

精査等も含めまして司法的にきちっと巻

いていきたいというふうな違いがござい

ます。

　次に、委託料のうち具体的な管理内容

の委託でございますけども、基本的には

我々は管理マニュアルをきちっとやって

いくことによって、使いっ放しにならな

いようなマニュアルづくりをしていきた

い。そして、例えば施設ができ、契約を

巻けました、そして使用する段階におき

まして、だれがいつやってもちゃんと基

本的な管理マニュアルに基づいて進めて

いける。

　もう１点は、今後、指定管理者制度等、

民間に管理をお任せする部分が大半が出

てこようかというふうに考えております。

その場合、やはり求められますものが、

市のそういう仕様書と申しますか、管理

委託仕様書みたいな形をきちっと整理し

ておきたいと。

　ということは、やはり公共施設が、今

後、継続的に安心してお使いいただける

ような、施設に対する管理マニュアルを

整理した上で、そして来年度考えており

ますのが、今後、その運営に対してどう

管理できているか評価も考えていきたい。

そのためには、モニタリング制度を導入

できるような、やはり評価点、評価基準

を設けながら管理をスムーズに進めていっ

て、それに応じた支出も今後求めていき

たいなというふうに考えておりますし、

やはり今までみたいに、施設ができまし

た、使い切りましょうじゃなしに、それ

をどう継続して安心して使っていただけ

るかということを、来年、マニュアル的

に整理していきたいなというふうに考え

ております。

　以上でございます。

○木村委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　連立事業の負担

金についてということでございますが、

まず１点目は、調査のメニューにつきま

してということでございますが、平成２

０年度につきましては、本市の山田川か

ら茨木市の大正川までの約２．１キロメー

トルの区間を、着工準備採択に向けまし

て、現況調査、都市計画の総合的検討、

鉄道・側道等の基本設計を行うものでご

ざいます。

　具体的に申し上げますと、現況調査に

つきましては、周辺市街地の現況とか、

街路の整備状況とか、鉄道の列車の運行

状況など。都市計画の総合的検討につき

ましては、都市整備基本構想の作成とか、

基本構想の実現方策の検討等が入ってお

ります。

　それから、鉄道・側道の設計につきま

しては、測量とか土質調査、基本設計等

が含まれております。

　それから、全体としてどの程度の事業

かといいますと、事業調査につきまして

は事業の必要性を明確にした上で、建設

省の鉄道高架事業調査の取扱というのが

ございます。これに基づきまして、原則

２か年で調査を行うということで、１年

目には、先ほど申し上げました調査を行

い、２年目につきましては関連事業等の

検討、総合アセスメント等の調査を今後

行っていくという内容でございます。

　以上です。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　私の方か

らは、吹操にかかわります今年度の委託

内容及び公園整備の施設内容等について

ご説明させていただきます。
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　まず、平成２０年度に委託予定してお

ります中身についてなんですけども、こ

れにつきましては、既に資料提供という

形で皆様にお示ししました吹田操車場の

跡地まちづくりのアイデア募集コンペと

いうものが３月２７日より募集開始とい

う運びになっておりますが、こちらで提

案していただきましたアイデア、有効な

アイデア等について、そのアイデアが実

現するに至って、どういう問題があるの

か、どういった課題があるのかというも

のを検証しまして、これまで我々が持っ

ておりました、まちづくり全体構想とい

う構想をステップアップさせるための作

業の策定を図りたいと考えております。

　もう少し詳しく申し上げますと、例え

ば提案された内容が周辺施設の立地状況

等々をかんがみたものであるのかどうか、

こういったものの検証を十分にする必要

があるかと存じます。それだから導入施

設メニューを検討した上で、概略の施設

設計等々立てていければ、この段階にお

いてはいいのではないかというふうに思っ

ております。

　まず、委員指摘ございましたクリーン

センターについても、今現在、土木下水

道部の方で、その取り扱いといいますか、

種々検討を行っていただいておりますが、

その検討内容と整合のとれたまちづくり

計画を図る上でも、この調査の中で整合

を図る作業を進めてまいりたいと、この

ように考えております。

　また、公園の方の施設内容についてで

ございますが、よく我々も防災公園、防

災公園という表現を使っておるんですが、

一義的には、防災そのものを目的とした

公園整備というのではなく、公園種別で

いうところの近隣公園、大体１ヘクター

ルから２ヘクタール程度の規模を有する

公園を整備すると。その公園の中に、昨

今の震災以降、現状をかんがみまして防

災機能を付するという形をとりたいと、

このように思っております。

　規模についてでございますが、当該地

におきましては、公園誘致圏域というも

のがございまして、おおむね５００メー

トルの範囲というものを考慮するんです

が、当該地は、まさに公園誘致圏域の空

白地帯になっております。

　言いかえれば、防災的な一時避難地と

して活用できる空間がそこだけ欠如して

おるというふうにも言いかえられますの

で、そういった意味から、そういう防災

機能の施設を付するに最低限必要な１ヘ

クタール程度という規模を念頭に置いて

考慮したものが、現在の形になっており

ます。

　また、この公園ができることによりま

して、基本的には１人当たり２平米程度

の敷地が一時避難所では必要になるとい

うような基本方針がありますので、そう

いった数字もクリアできるというふうに

考えております。

　導入施設につきましては、さきの代表

質問で山脇部長の方から少しお話があり

ましたが、日常使う憩いの場となる公園

的な施設としての遊具、広場、花壇、そ

の他身障者用のトイレ、この辺が基本に

なるかと。そこに防災機能としての施設

としての備蓄倉庫、または非常用トイレ

といいますか、通常マンホールなんです

が、そこに個別の小さなテントをかぶせ

てトイレがわりにするといったような非

常用トイレ。または防火水槽、炊き出し

用ベンチ、いすの部分を取れば土台がか

まどになるというような形状のベンチ。

あと、太陽光照明等々を、一般的な防災

施設として想定しております。詳細な中

身については、今後、市民の皆様、近隣

の皆様の意見等々をお聞きしながら取捨
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選択を図ってまいりたいと、このように

考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西地区の委託内容についてご説明

させていただきます。

　現在、千里丘西地区では、準備組合が

できております地区を基本としまして、

再開発事業で話を進めてきたところでご

ざいますけれども、その中に反対されて

いる、まだ地域の３分の１の土地を所有

されている方がございます。これにより

まして、組合施行による再開発事業とい

うのが制度的に成立しないというような

状況が現在に至っております。このよう

な中で、現在調査をします内容としまし

ては、区域を変えることによって、この

同意の状況を変えることはできないかと。

　また、区域を縮小といたしますと、現

在、都市計画決定されております駅前広

場、区域に対する公共施設の占める割合

が非常に大きなものであります。現在の

駅前広場の計画決定も結構古い時期に決

定されたものでありますので、この規模

についても現状にあわせた見直しも検討

してみたいと。そして、それらを総合し

まして、区域を縮小したときに、再開発

事業としての事業採算が可能かどうか、

この辺も検討した上で、今後、市として

どういう方向で千里丘西地区の整備を考

えていけばいいのかという形を検討する

材料としたい、基本的な資料としたいと

いうふうに考えております。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　先ほどの南千里

丘のまちづくり事業の全体事業費と市の

経費ということで、市の経費をご答弁が

漏れていましたので、ご説明させていた

だきます。

　先ほども説明させていただいたように、

この南千里丘に係るまちづくり事業費と

しましては、約３６億４，０００万のお

金がかかりまして、市の負担としまして、

２１億７，０００万を一応見込んでおり

ます。

　境川の整備費につきましては、すべて

市の負担ということになっておりまして、

約６億から７億の事業費がかかります。

その分については、市の負担となります。

そして、今現在は何とか補助金がいただ

けないかということで、国の方に対して

も、まちづくり交付金の申請はしており

ます。まだ正式な回答は返っておりませ

んが、もし交付金が入れば、その境川の

費用に対する４割程度が補助金として入っ

てくるということを考えております。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　丁寧なご答弁いただきまし

て、ありがとうございます。

　それでは、何点かにつきまして再度質

問させていただきまして、また要望させ

ていただきたいと思うんですが、歳入つ

きまして４点についてご説明いただきま

して、南千里丘の区域に無電柱化という

ことを目指した、一部つくっていくとい

うようなご説明があったんですが、これ

私が今まで聞いてなかっただけなのかも

しれませんが、初めてお聞きしたのかな

というふうに思うんですが。具体的には

どこら辺になるのか、そこら辺のことに

ついて、今、お決まりのことがあるなら

ばお聞かせいただきたいと思っておりま

すし、また、それに協力していただける

企業から出資していただくという話があっ

たのですが、具体的にどのように進めて

いかれるのか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

　あとの３点につきましては、おおむね

理解いたしました。
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　続いて、歳出につきまして再度質問さ

せていただきたいと思うんですが、まず

コミュニティプラザについてなんですけ

れども、確かに民間の建物を借りていく

というわけですから、なるほど法律的な

アドバイザーですよね、アドバイスが要

るのかなという気がしますので、この点

は理解いたしました。

　運営管理マニュアルなんですけれども、

要は２０年度中に仕上げてしまうという

ことなのか、その点、タイムスケジュー

ル的なことをもう一度お聞かせいただき

たいなと思います。

　それと、街路事業費ですけれども、２

０年度につきましては、調査が山田川か

ら大正川にかかる約２．１キロであると

いうようなご説明であったかと思います。

　これはですね、今、どうこうできる話

じゃないと思うんですが、一体連立をど

の区域でやっていくのかということを私

真剣に考えていかなあかんなというふう

に思ってまして、そりゃね、正雀までも

し橋上化できたら、それはすばらしいこ

とであるなあと思ってますし、駅前の再

開発のことを考えたときに、安全対策と

いうことが非常に大きな課題であります

のでね、そういうことについてもやはり

調査していただいて、従前から車庫の関

係ですよね。できないというような答弁

あったと思うんですが、その点について

も何か工夫をしていただいて、できない

ものなのかなというふうに考えておるん

ですが、この点につきましては、今、明

確な答弁をいただくことできないと思い

ますので、ぜひその点についても考慮し

ていただきたいなというふうに要望とし

て申し上げたいと思います。

　吹操につきましても、ご答弁いただき

まして、３月２７日からアイデア募集と

いうものを一度もんでみようと、それで

検討されて、それを全体構想の中にステッ

プアップさせていこうというようなお話

であったと思います。この点については、

理解をできました。よろしくお願いをし

たいと思います。

　再開発事業につきましてもご答弁いた

だきまして、また、これは代表質問の中

でも多くの会派が取り上げておられた問

題でもありますし、また山本善信委員が、

この特別委員会の中でも、その位置を変

更してでもできないものか検討してくれ

というようなお話があったと思います。

ぜひですね、例えば区域の変更であると

か、あるいは縮小であるとか、それから

計画決定の位置を変えて検討していくと

いうようなお話がありましたし、ぜひい

ろんな可能性を想定していただいて、こ

れもお願いしたいなと、要望として申し

上げたいと思います。

　それと、南千里丘のことについてでご

ざいますけれども、全体の経費等をご説

明いただきまして、よくわかりました。

　そこで１点だけお聞きしたいことがあ

るんですが、今回、境川のボックス化の

ことなんですけれども、要は府の施工と

いうことなんですが、しかしながら市が

委託金として出したものを今度は府の施

工ということになっていくと。

　ただ、今の府の方針の中で暫定予算が

組まれておりますので、タイムスケジュー

ル的にちょっと後ろになっていくのかな

という気がするんです。そうなっていく

とですね、いつ例えば議決を経て、この

事業の着手にかかっていくのかというこ

とを考えると、早い段階で市が施工する

ということも検討せないかんの違うかな

という気がするんですが、その点、どの

ような、もし府が施工するとなるならば、

どのようなタイムスケジュールになるの

か。当初のタイムスケジュールと比べる
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と、どのようなおくれが出るのかという

ことを１点お聞きしたいと思いますし、

もしそうなった場合に、市が施工すると

なったときに、例えば管理をこれから市

がしていかなあかんというようないろい

ろな変更とか出てこようかと思います。

もし市が施工するならば、どういった変

更が考えられるのかということにつきま

しても、お聞かせをいただきたいなと思

います。

　補正につきましても、理解をできまし

た。公園につきましても答弁いただきま

して、１人当たり２平米以上の土地を確

保せないかんというお話しだったんです

が、この委員会の中でも従前からお話し

あったと思うんですが、山田川公園をど

ないするのかという話しあったと思いま

す。この地区に公園をつくるとするなら

ば、山田川公園はもう閉鎖するというこ

とも考えているというお話があったんで

すが、１人当たり２平米以上というのは、

一体どの範囲の地区を指しておられるの

か、山田川公園を仮に閉鎖したとしても、

それはクリアできるのか、１点確認をし

たいと思います。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、ただ

いまの質問にご答弁させていただきます。

　１点目の電線共同溝、無電柱化に対す

るご質問ですけども、南千里丘まちづく

りは、景観、あるいは環境に配慮したま

ちということで無電柱化を検討しており、

既に昨年に大阪府の方で決定されており

ます。

　その路線としましては、駅前広場、区

画道路１号線、要するに香露園交差点か

ら駅前へ通じる道路でございます。これ

が法的に無電柱化路線として設定されま

したので、今後、電柱を建てることはで

きません。そのために、電線類を共同で

入れるさや管と申しますか、そういうも

のを市の方で施工してまいります。

　その参画企業のアンケートをとった時

点では、関西電力、ＮＴＴ、そしてジェ

イコム、ケイオプティコムの４社が乗っ

ていきたいということで、その４社のさ

や管と申しますか、そういう管路を敷設

していきます。その企業から、わずかな

金額でありますけれども、１メートル当

たり５０５円の負担金をいただきます。

そして、最後に出来高に応じて、その延

長を掛けて負担金をいただいていくとい

う方式をとっております。

　この南千里丘まちづくりにつきまして

は、とりあえずは駅前広場と区画道路１

号線だけなんですけども、区画道路２号

線、あるいは、鉄道沿いの歩行者専用道

路１号線も同じように無電柱化でお願い

しております。境川にかかる路線に関し

ましても、無電柱化でお願いしておりま

す。法的な規制はないんですけども、こ

の駅前広場、あるいは区画道路１号線に

あわせて、何とか電柱の建てない整備方

針を立てていただきたいということで、

各企業にはお願いをしております。

　そして、７番目の全体事業費の境川の

施工でございますけども、今現在、大阪

府の方で境川の施工をお願いしている理

由としましては、ボックスの部分ですね、

ボックスにつきましては今後も大阪府で

管理をしていただくということで、やは

り管理していくのであれば責任持った構

造物をつくりたいということで、大阪府

の方でお願いしておりまして、市の方の

施工は今現在考えておりません。

　そして、スケジュール的に、いつになっ

たら間に合うのかということであります

けれども、境川の工事につきましては、

やはり渇水期の時期の工事となりまして、

１０月の中旬以降、来年の６月中旬ぐら
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いまでの工事時期となります。

　大阪府の施工スケジュール、当初から

もその施工時期で検討されておりまして、

発注もそれに見合わせて、恐らく７月か

８月ごろの発注になろうかと思います。

大阪府の発注としましては。そのころに

は、ほぼ暫定予算の方向性も見えており

ますので、大阪府の方で受けていただけ

るものと考えております。

　もし仮に大阪府が受けていただけない

という話しになって、市の方で仮に施工

することになりますと、かなり大きな案

件であります。議会物件にもなってこよ

うかと思います。そうしますと、議会に

合わせた発注になりますと、とてもじゃ

ないんですが、６月の議会には間に合い

ません。秋の議会になってまいります。

　そうしますと、市の方としましても、

タイムスケジュール的にはまち開きに間

に合わないということになりますので、

これは是が非とも大阪府の方へお願いし

ていきたいというふうに、今現在では考

えております。

　そして、仮に市が施工するとなった場

合の管理はどうなるのかということであ

りますけれども、ボックス構造物につき

ましては、今後の河川の構造という重要

な役割を果たしますので、これにつきま

しては、構造物自身は大阪府の方で管理

していただきたい。そして、水が流れる

とか、あるいは上面の管理につきまして

は市が管理していきます。ボックスの構

造物、コンクリートの部分につきまして

は、どこが施工しようが大阪府の方にお

願いしていきたいと思っております。

○木村委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、２回目

のご質問で管理マニュアルの委託で、２

０年度中に取りまとめていくのかという

ようなご質問だったと思いますけども、

我々とすれば、今、基本設計の方に作業

を入られて、当然平成２２年春を目途に

コミュニティプラザが開館できるように

という一つの方針というか、目標がござ

いますので、そのあたりを踏まえますと、

当然、２０年度中に管理マニュアルも含

めまして取りまとめていきたいというふ

うに考えております。

　ただ、今後、まちづくり懇談会でいろ

んなご意見を市民の方々に聞いていく中

で、どんな形で使いたいのかということ

も、当然そういうご意見も踏まえた形で

取りまとめていきたいというふうに考え

ておりますので、我々とすれば２２年を

目途にしてますけども、やはり２０年度

中に、このマニュアルはまとめていきた

いというふうに考えております。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　山田川公

園の閉鎖といいますか、廃止が避難人口

との関係にどうリンクしていくのかとい

うような趣旨のご質問だったかと思うん

ですが、まず１人当たり２平米以上とい

う数字の根拠なんですが、こうでないと

いけないという数字じゃないんですが、

おおむね１人当たり２平米程度のスペー

スがあれば、一時避難地としての役割を

果たせるだろうという趣旨の数字でござ

います。

　今回、山田川公園がその計算に影響さ

れているのかと申しますと、現状の山田

川公園が一時避難地、いわゆる避難圏域

に寄与する一時避難地としての位置づけ

がございませんので、計算上はカウント

しておりません。ですので、山田川公園

が廃止されるということがあったとして

も、避難という観点からすると特段問題

はないのかというふうに考えております。

　計算根拠は、いわゆる避難圏域に住ま

われている人口を、そこの避難地の面積
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で割った場合に、１人当たり２平米以上

あるのが望ましいというような数字でご

ざいます。

　先ほど、私が空白地帯というふうに申

し上げておりますので、現状はその数字

を下回っておるという状況でございます

ので、新たに操車場の跡地のまちづくり

が行われまして、公園整備、また区画整

理そのもので生み出される公園もござい

ますので、それらを合わせますと、この

数字を十分にクリアできるというふうな

計算にはなっておりますので、よろしく

お願いいたします。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　再度答弁いただきまして、

ありがとうございます。

　まず、南千里丘における無電柱化とい

うことで、去年、大阪府でも決まってた

というのを私知りませんというのは非常

に恥ずかしいなと思っているんですが、

大体趣旨はよくわかりましたし、無電柱

化を進めていくということにつきまして

も、私も賛同できるものでありますし、

また、この地区というのは、まちづくり

を成功させて、全国に向かって発信させ

ようという話でもありますので、ぜひこ

ういった事業を含めて成功裏におさめて

いただきたいなと、切にお願いをしたい

と思います。

　コミュニティプラザにつきましても、

なるほどそのまち開き等のタイムスケジュー

ルを考えていくと、２０年度中には、こ

のマニュアルを取りまとめていくという

ことで理解をできました。ぜひですね、

実際に運営をされる方がおられるわけで

すから、そういった方が実際の運営され

る立場に立って取りまとめていただきた

いなというふうに思います。

　それと、いわゆる防災公園と申します

か、（仮称）千里丘公園の計算につきま

しても、山田川公園はもともと入ってな

いというようなご答弁をいただきまして、

理解をいたしました。よろしくお願いし

たいと思います。

　最後の境川のことなんですけれども、

ようお聞きをしてると、仮に市で施工し

ていくということになっていくと、非常

にずれ込んでいくんだよと、１０月中旬

から来年６月に、そのボックス化の工事

に取りかかりたいというようなお話で、

そのためには７月から８月には府で発注

をしていただかな困るよという話なんで

すが、今回、橋下新知事が誕生されて暫

定予算を組まれていると。その中で、市

町村に対する補助金も一部計上されてい

ないということなんですが、この境川の

ボックス化ということについては、若干

性格が違うと思うんですよ。要は、府の

持ち出しがないわけですよね。市がお金

を委託金としてお願いをして、そこから

施工していただくという話ですので、全

く性格違うもんであると思うんですよね。

　ですから、今の段階でも、これやって

くれということを言えると思いますし、

ぜひその点をお願いしたいなと思ってお

りますし、最悪ですね、府が姿勢を崩さ

ないということになってきた場合に、そ

の後の市の管理を考えると、若干の経費

は変わるのかなという気がしますけれど

も、かといって、まち開きに間に合わな

いという最悪の結果だけは避けていただ

きたいと思っておりますので、私は時期

を見定めていただきながら、この点につ

いては市で施工していくという意思決定

もあるのかなという気がしております。

　この点について、せっかく副市長が来

ていただいておりますので、この点につ

いて、タイムスケジュール的なことも含

めて、どのようにこれから行政として意

思決定されていかれるのか、ぜひお聞か
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せいただきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　今の境川の大阪

府への委託工事と申しますか、大阪府が

施工することにつきまして、先日も大阪

府の河川室の幹部の方とも話をさせてい

ただきました。

　大阪府の河川室の幹部の方も、これは

大阪府がするんだというかたい意志を持っ

ておられますので、我々としては、そこ

まで心配しているような状況ではありま

せん。

　ですから、今、おっしゃったように、

摂津市がお金をすべて出すので、大阪府

に対しては財政負担はかからないという

ことでお願いしておりますので、これは

大阪府の方でぜひやっていただけるもの

だと、我々も確信しておりますので、よ

ろしくお願いします。

○嶋野委員　わかりました、ありがとう

ございます。

○木村委員長　ほかにありませんか。

　柴田委員。

○柴田委員　私は、今、嶋野委員からも

聞かれたんですが、ページは追いません

けれども、具体的にもう少し教えていた

だきたいことがあるんですが、いよいよ

この南千里丘の区画整理事業を含めて入っ

てくるわけですけども、特にコミュニティ

プラザの推移というのが一番気になるわ

けですが。

　先般の委員会の中でも、実はこの部分

については、ジェイ・エス・ビーの方が

提供してくれるというようなことを聞か

せいただいたんですが、先ほどそれと含

めて、今度、弁護士さんだとか、いろい

ろなところで調査する。民間建物のリー

スをするということで、そのときのこと

を十分把握をしておかなきゃならんとい

うことの答弁もあったんですが、この辺

を含めて、もう少し詳しく、民間建物は

どの程度のものをリースをしなきゃなら

んのかということを教えていただきたい

と思います。

　それから、コミュニティプラザについ

ては、この前も同じことを申し上げたん

ですが、せっかくつくっていただけるの

はありがたいんですが、我々のいろいろ

な、例えば中の小ホールのことだとか、

またレセプションホールだとか、その他

いろいろ使うことについての、こちらの

希望なども十分聞いていただけるのかど

うかということを再度確認をしておきた

いと思います。

　それから、連続立体交差ですが、これ

につきましても、私は南千里丘に駅をつ

くるということの後ろには、必ず連立を

やるということとセットでなければ困る

ということを申し上げてまいりましたし、

いよいよ連立の事業の着手についての調

査等入っていただけるということですが、

今、心配するのは、一つは大阪府がゼロ

ベースで予算を組んでいくということで

暫定予算を組まれておりますので、その

後の連立についても府の事業ということ

になりますので、具体的にこの辺の事業

を十分話し合いができるのかどうかとい

う心配と、もう一つは、ややもすれば今

の特定財源が一般財源化すればですね、

このようなことは当然プレッシャーの要

因になってくるというようなことを、い

ろいろな角度からも我々のところへ入っ

てきます。

　我が党としては、今、道路財源の問題、

一般財源化ということを言うております

し、決してそのことが道路をつくれない

という要因ではないということは十分言

うておりますが、行政も、このことがあ

るから道路が、またこの連立化が、また
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あかずの踏切が解消する事業の促進がで

きないんだというような、もし認識をと

られるとしたら大変しんどいので、そこ

は我々は違うという立場で、今、十分議

論をし、国民的な大きな問題として提起

しておりますから、その辺も含めて見通

しはどうなのかということ。

　それから、今、嶋野委員は、できるだ

け正雀の駅も含めた連立化ということを

要望するということをおっしゃったよう

に思うんです。このことは、我々も過去

から何回も同じことを申し上げてきてお

りますが、私たちが今までに聞かされて

おりますのは、大正川から山田川までの

２．１キロでしょうか、この間が連立対

象だということを答弁されております。

　要望ですからお聞きいただくこともあ

りがたいんですが、ここでその辺のこと

をもう少し、要望として我々が強くお願

いすれば、連立事業をもう少し延長でき

るという可能性があるのかどうかも含め

て、一遍聞いておきたいと思います。あ

くまでも今回の連立というのは、大正川

から山田川までということをもって事業

認定を受けていくということになってい

るのであれば、その辺も含めて。

　それから、ちょっとあちこち飛びます

が、境川のボックス化ということで、こ

れもいよいよ府の方はうちでやるよとい

うことを言うていただいている。当然、

府の管理河川ですから、それが一番かと

思うんですが、オープンが２２年の春で

すか、それに伴うということで十分対応

してもらえるのかどうかということが一

つと、お手盛りでこちら側から府の方の

積算に対する予算化をうちが持っていく。

そのためには、平成２０年度では約４億、

それから後の残りが２億から３億ぐらい

かかって、トータルで７億ぐらいかかる

んだろうと。

　こういうことですが、私もふっと思う

んですけれども、これはもし府がもうう

ちの方の事業として、今日、橋下さんの

いろいろなゼロベースだとか制約がある

ので、市の方で、もしおやりになったら

どうでしょうかというようなことになる

のかどうか、全くそういうことにはなら

ないのかどうか、もしそういうことにな

れば、こういう事業を市で受けて少しで

も安い経費でできるという方法はないの

かどうか、そういうふうなこともちょっ

と考えますので、その辺のこともひとつ

教えておいていただきたいと思います。

　それから、防災公園のことですが、こ

れで確か６億ですかね、予算が計上され

てたんじゃないかと思うんですが、１．

１ヘクタールということで。これの土地

の値段は、通常１平米５万円というよう

なことを過去からずっと聞いてきており

ますが、その辺のことを一つの対象にし

てというか、母体にして組まれているの

かと思いますが。中にはいろいろな問題

もあって、もう少し安い費用で提供して

もらえないのかとか、過去にいろいろあっ

たと思いますけれども、この予算につい

てもう少し、組み立てられたお考えを聞

かせいただきたいと思います。

　それから、これはこの前のときにも、

ちょっと、今、嶋野委員も過去にもこう

いう問題があったよということをおっしゃっ

ていただきましたが、山田川公園の跡地

活用ということ、公園が今回なくなるわ

けですね。

　これは前にも同じことを言いましたが、

千里ニュータウンができて、そして、そ

のニュータウンの受け皿として正雀終末

処理場ができる。そのときに、摂津にも

ということで、あの土地を摂津に提供し

てもらい、その上に確か１億４，０００

万円ぐらいの寄附金をもらって、今回つ
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ぶされる市民プールを建てられたという

経緯があったように私は聞いております。

　そしてまた、過去に千里丘の周辺で何

としても、スポーツセンターを建ててほ

しいという動きがあって、用地を探され

たが用地がないということで、いっとき

芦森工業の跡地の一部を、そういうこと

で提供してもらえんかというような水面

下の話もあって、芦森の方にも少しそう

いう相談があったとき、どうかというよ

うなことを相談された経緯があったよう

に私は思うんです。それぐらい何十年も

前から、あの地域への公立のスポーツセ

ンターというようなものを建ててほしい

という動きもありまして、その予定地と

して芦森の周辺が選ばれていたというよ

うな経緯もありますので、私はこの山田

川公園を将来の千里丘地域のそういう施

設として活用していくというようなお考

えはないのかどうか、また考えられない

かどうかということを、ひとつここで突っ

込んで聞いておきたいと思います。

　クリーンセンターの閉鎖に伴う問題な

んですが、これは、地域として、また今

回の吹操の開発の関連としては、このク

リーンセンターが閉鎖されるということ

は一番望ましいというふうに私は思って

おりますし、また、そのことが今後の大

きなあの周辺のまちづくりに寄与すると

いうふうに思っておりますが、市の方は、

まだあそこへ生し尿を投入いたしており

まして、簡単に閉鎖すると言われても、

我々の生し尿をどうするかということで、

市の方が、今、一番大きなネックとして

頭を痛めておられるというふうに聞いて

おります。

　これにつきましては、我々はできるだ

け新しい施設をつくってまでということ

になりますと、それが将来的に、そのク

リーンセンターの中のし尿処理が摂津市

にとって、これからどんどん拡大して必

要なものなんだということであれば、こ

れはやっぱり少々の事業費を組んでも、

お金を費やしてでもやっていかなきゃな

らんけど、いずれは１００％なくなって

いくであろうな、なくさなきゃならんと

いう方向に向いてることだけに、この辺

の受け皿を今後どうするのか、できるだ

け、少々年間の維持費は高くても、そう

いう箱物をつくらずに処理できるという

ような方法というものはないのかどうか。

こういうことを私なりに少し考えながら、

できるだけいい方向で、クリーンセンター

が閉鎖できるような方向になればいいな、

こういうふうに思っておりますんですが、

この辺につきましては、きょうは副市長

もお見えになっていただいておりますの

で、小野副市長の方からでも、ひとつそ

の辺の流れと経過というものも教えてい

ただければありがたいなと、こういうふ

うに思っておりますので、よろしくお願

いします。

○木村委員長　境川のボックス化の問題

とジェイ・エス・ビーのかかわりについ

ては、我々は非公式にいろいろ聞いてお

りますし、この事業の進捗からいっても、

近々、一定の方向性が出るべきだと思っ

てますけれども、特別委員会の場として、

現時点での境川のボックス化の問題とジェ

イ・エス・ビーの問題について、担当の

方で答弁してもらいたいと思います。現

時点の判断として。

　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、コミュ

ニティプラザにかかわりますご質問とし

て２点いただいたと思います。

　まず、コミュニティプラザの今現在の

整備に関する件でございますけども、実

際、ジェイ・エス・ビーの方で、今、基

本計画から基本設計に至るまでの作業に
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入っていただいているという状況でござ

います。

　我々といたしましては、昨年、策定い

たしましたコミュニティプラザ複合施設

基本構想案に基づきまして、我々が必要

であろう、また、その内容を取りまとめ

るに当たりましては、懇談会からのご意

見、そして、市民アンケート実施に基づ

きまして素案を案としてまとめてまいっ

ております。

　それを基本にいたしまして、ジェイ・

エス・ビーの方に、こういう内容で市の

方としては施設が必要なんだという提案

もさせていただいております。それを踏

まえて、今現在、基本計画に取り組んで

いただいて、施設の配置構想を整理して

いただいている、今の状況はそういうこ

とになっております。

　ただ、その中で、前、構想の中では面

積は出ておりません。どれぐらいのキャ

パ、つまり何人の方々がこの部屋に収容

できる、入れると。例えば、研修室、会

議室。それを専門家の方々に今現在どれ

ぐらいの、２０人入る会議室、例えば２

００人入るコンベンションとか、いろん

な我々が思っている構想の提案を出す中

で、そしたらどれぐらいの床面積が必要

であろうということで出していただく中

では、おおむね延べ床的には６，０００

平方メートルぐらいにはなろうというふ

うに我々がお聞きいたしております。

　ただ、当然、先ほど委員からもお話し

いただいてますように、現在の財政状況

から考えますと、なかなか市が直営する

直近支出を取り組めるという状況じゃご

ざいませんので、その中で考えますと、

やはりそれを民間と一体的に整備をして

いくという観点からしますと、それをリー

スするかリースバックするか、それ以外

の方法をご協力いただくような協議をジェ

イ・エス・ビーとしていくということが

大事かなというふうに思っておりまして、

ただ、市として何十億というお金を直近

支出で出していくというのは、非常に困

難であるのが現実である選択肢かなとい

うふうに考えております。

　ただ、その中で大事なのは、市民にとっ

て市民が使いやすい施設を整備していく。

そして、長期的に安心していただけるよ

うな施設が必要であろうかというふうに

考えております。

　２点目の市民から要望、いろいろお聞

きいたしておりまして、その中で、委員

から今お話ありましたが、例えば小ホー

ルとかレセプションと申しますか、コン

ベンションホールと我々は称しておりま

すけども、そういうような施設導入につ

きましては、やはり単体でつくるという

ことも非常に困難であるということもご

ざいます。

　その中で、このコミュニティプラザ複

合施設というのは、業務の複合化もござ

いますけども、やはり施設が複合化して

併用することによって、むだなく有効に

使っていただくということも必要ではな

いかなというふうに考えております。

　ただ、ホールにつきましては、まちづ

くり懇談会でも、我々庁内検討会でも、

いろんなご意見がございます。例えば、

直近で文化ホールもございます。その利

用実態等も踏まえて、どういう影響があ

るのかということも我々は今後考えてい

く中で、どういうようなホールの役割が

あって、そして、どのような施設として

併用した形で整理ができるかということ

も、我々設計側と協議をしていきたいと

いうふうに思っております。だから、既

存の施設に影響が出るような施設でない

ような形が検討できないかというふうに

考えております。
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　そういう施設を導入する中で、やはり

全体の構想をできるだけ早く取りまとめ

てご提案したいというふうに考えており

ますし、また、施設整備に関しましても

直近支出は避けていく、それをどのよう

な形でジェイ・エス・ビーと今後協議を

して、できるだけ市の支出を抑制した形

での、平準化ができるなら平準化して、

財政負担にできるだけならないような形

で協議し、取り組んでいきたいというふ

うに考えております。

○木村委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　連立調査につい

てということでございますが、まず府の

予算がゼロベースになっている、暫定予

算になっておるということで、今後の見

通しはどうなるのかということでござい

ますが、先般の代表質問でもご意見が出

ておりました内容と思いますが、連立事

業につきましては大阪府が事業主体とな

りまして、摂津市や阪急電鉄が相互に連

携して進める事業でございます。

　その事業採択には、検討区間の事業調

査が必要とされておるところでございま

す。

　本市域の事業化に向けて、昨年来、大

阪府、摂津市、阪急電鉄が協議を重ね、

連続立体交差事業の調査のための本市の

負担額、今回、４００万円を平成２０年

度に予算計上させていただいております。

　大阪府の方では、委員おっしゃるよう

に、橋下知事のもとで平成２０年度の４

月から７月までの暫定予算が組まれてお

りますが、新規事業である本市域におけ

ます連立事業の調査費は、他の新規事業

と同様に保留とされております。

　事業主体であります大阪府の予算化に

ついては、今後、どのように取り組んで

いかれるのか、今のところ不透明な状況

にあるところであります。

　いずれにしましても、本市としまして

は、阪急京都線の連続立体交差化に前向

きに取り組んでいきますとともに、今後、

府や国に対しても積極的に働きかけてま

いりたいと考えております。

　それから、２点目の山田川から大正川

の２．１キロメートルの区間を現在検討

しておるが、正雀地域を含めて延長の可

能性があるのか、その辺の検討はあるの

かということだったと思うんですが、平

成１９年度に、阪急京都線（仮称摂津市

駅周辺）連続立体交差検討連絡会という

のを立ち上げております。

　この会議には、市、阪急電鉄、大阪府

がオブザーバーとして入っておられます。

この会議の中で、府の方からも千里丘正

雀一津屋線の正音寺踏切は、山田川から

大正川の区間に含まれておらないけども、

何とか救えないのかというご意見もいた

だいております。その辺も含めまして、

今後、阪急とも、できるものなら、そう

いう可能性も含めまして検討していきた

いと考えております。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　私の方か

らは公園整備に係る少し詳しい事業費と

いいますか、用地費等から見て説明いた

だきたいというふうなことだったと思い

ます。また、それと山田川公園の跡地活

用をどうするのか、またクリーンセンター

についての状況というものも少し説明さ

せていただきます。

　まず、公園のこのたび債務負担として

６億計上しておりますが、現在、我々が

概算であるという前提で計算しておりま

すのは、全体事業費が約９億円と見てお

ります。ここには、用地取得費、施設整

備費ともに含んでおります。そのうち用

地費、委員おっしゃいます従前から言わ

れている平米５万円という数字を反映し
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ているのかということにつきましては、

５万円ではなく、前々回の委員会でした

か、山脇部長の方から鉄道機構から本市

に対して価格提示がありましたという旨

の報告させていただいたときに、提示さ

れた額を想定しております。たしか４万

円台というような表現で部長が申し上げ

たと思いますが、その数字を使わせてい

ただいております。

　そこに、国費の補助が、用地取得補助

と施設整備補助の両方あるんですが、合

わせて約３億ほどの補助がなされますの

で、その差額の約６億が本市の負担とい

うことで、２０年度予算に債務負担計上

をさせていただいておるというぐあいに

なっております。

　また、山田川公園の跡地活用につきま

しては、山田川公園は、吹操の土地内に

できます公園が山田川公園の約３倍の規

模を有しております。そこに防災機能が

持たされるというような観点から、同等

以上の役割を果たせるものと判断して、

合理的な観点から集約をしたいというふ

うに考えてございます。

　その跡地利用についてはですね、時期

やその方法については、クリーンセンター

の跡地の活用だとか、吹操そのものの上

物の内容等々に影響されるものでござい

ますし、我々が組織しております有識者

会議におきましても、吹操の跡地まちづ

くりと一体的に活用を図る場所、エリア

であるというふうな位置づけもございま

すことから、今後、慎重に跡地利用につ

いてのことも検討してまいりたいと考え

ております。

　それと、クリーンセンターのし尿処理

等々をどうするのかといった問題につい

ては、さきの代表質問においても市長が

答弁いたしましたが、本市の所管部署が

既に検討を行っておりまして、検討内容

としましては、他市の施設に投入する方

法、流域下水道の処理場等へ直接投入す

る方法、本市の公共下水道管に投入する

方法、これにつきましては既存位置です

るのか、移設してやるのか、こういった

ことも含んでの検討という形で、大きく

三つの事柄について現在検討していただ

いております。平成２０年度中を目途に、

その一定の方向性を示す予定であるとい

うふうに聞いております。

　我々まちづくり部局としましては、今、

申し上げましたように、吹操跡地と密接

にかかわることでもございますので、下

水道部局、所管部署と緊密に連携を図っ

て邁進していきたいと、このように考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、境川

に係るご質問に対してご答弁申し上げま

す。

　今現在、大阪府と境川のボックス化に

ついて協議を重ねてまいりました。今現

在では、ボックス化につきましては合意

に達しておりまして、予算につきまして

も、大阪府の方へ負担金を支出し、大阪

府の方で施工していただくということで

お願いしておりまして、大阪府の暫定予

算の中で、今後、不透明な状況の中で、

まち開きまでのスケジュールに間に合う

こと、あるいは大阪府に工事を委託する

ことによって事務費的に経費が上積みさ

れるのではないかということであります

けれども、大阪府と、今現在、協定を結

ぶ協議にも入っております。まだ正式な

書面での話はできておりませんけれども、

管理維持費施工についても協議を進めて

おりまして、早い段階にその工事の協定

を締結していきたいということも協議し

ております。
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　そして、今、大阪府の暫定予算の中で

も、大阪府の担当者とは、今後、大阪府

が工事を受けるということになったとき

のためにも、担当者と現在も協議を続け

ております。いつから工事にかかるのか

というスケジュールについても、一定、

大阪府と大まかなスケジュールでありま

すけども、協議をしていっているという

状況でありまして、担当者が施工するん

だという気構えで設計協議にも乗ってい

ただいているという状況であります。

　大阪府に委託工事をしますと、事務費

等がかかることは、確かに経費が増大す

るということもありますけれども、一級

河川の中で大阪府に施工していただくこ

とによるという事務手続が市としてはか

なり簡素化されて、大阪府自身が工事を

されることによって、若干経費はかかる

にしても、スケジュールがスムーズにな

るのかとは考えておりますので、よろし

くお願いします。

○木村委員長　その答弁を受けて、副市

長、何か補足する答弁、もしあればして

もらったら結構ですけど、答弁を求めら

れておりましたけれども。

　今の答弁で僕はいいと思うんですよ。

今、この時点で副市長の方から特に言え

ることがあるんやったら言うてもろたら

いいけど。一応やっぱり正式契約を交わ

す前に特別委員会でそういう議論がされ

ているということについてはいかがなも

んかと思って、若干危惧をして、私、申

し上げたんですけど。

　柴田委員。

○柴田委員　一番最初のコミュニティプ

ラザというところで、もう一度お尋ねを

しておきますけども、この前に、市の施

工じゃなしに向こうの方の施工でやって

もらえると。これは、私らえらい単純な

考え方をしたんですけども、向こうがつ

くってくれて市の方に提供してくれるん

だというふうなことなんですが、この後

で出てくる、さっきこれのことにはなかっ

たと思うんですが、民間建物リースのい

ろいろな今後の諸問題のことを、法律弁

護士などの相談も含めて、今回、少し予

算化されて調べておくんだということが

ありましたが、そしたらコミュニティプ

ラザはジェイ・エス・ビーが建ててくれ

て、その後は、そしたらどういうふうな

運営というか、それの費用、いっときに

は例えば阪急に工事をしといてもらって、

うちの予算をそれを分割で払っていくと

いうようなことも、これちょっとコミュ

ニティプラザとでは違いますけど、駅舎

のことでもありましたですね。

　だから、このコミュニティプラザにつ

いては、そしたらどういう位置づけになっ

て、どういうふうに、後、そのお金のこ

とがなっていくのかということをもう少

し教えておいてほしいと思います。

　それから、連立のことですが、連立に

つきまして、さっきのご答弁では、我々

は、今、車庫の問題だとか、それから阪

急車庫、そして地下鉄の車庫もあります

ね。だから、正雀駅の連立化ということ

は、当面は今回の事業認可を受ける中で

の対象からは当然外れるんだというよう

な認識で若干地元にも説明してますし、

私自身もそういうふうに思っております。

　しかし、先ほど嶋野委員からお尋ねに

なったとき、またご答弁の中で、そうい

う中での話も出てきているということで

すが、そうすれば、この事業認可という

ものは、山田川から大正川ということに

限定されずに、もう少し拡大したことで

の認可がおりる可能性もあるというふう

に理解をしてよろしいんでしょうか、そ

の辺をもう少し教えておいていただきた

いと思います。
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　それから、防災公園のことはよくわか

りました。私、もうちょっと言っとけば

よかったんですが、要するに９億円かか

るうちの、これは用地取得と施設建設、

これに伴うのが約９億円だと。そのうち

３分の１の約３億ぐらいは国の補助対象

になるから、うちは６億だと、こういう

ふうな理解ですね、そんでよろしいです

ね、この６億。債務負担行為として６億

出されているのは、それでよければ別に

ご答弁要りません。

　クリーンセンターのことは、私は少し

申し上げたんですが、できるだけ費用が

かからずに、煩わしさもありますけれど

も、うまくいく方法がないかということ

を考えておりますので、こんなもん私が

考える以上に市の方は頭をひねっていた

だいていると思いますので、クリーンセ

ンターの閉鎖に伴う、これからの推移に

ついて十分ご検討いただきたいというふ

うにお願いをしときます。

　それから、境川のボックス化も、これ

はうちの方から、まだ具体的なあれも出

ておりませんのに、とやかく議論するの

はどうかということもありますが、ただ

なぜそのことを聞いたかというと、ボッ

クス化は府の方でやってもらうけれども、

その上の親水化事業というんですか、そ

れは市でやるというようなことになって

ましたから、これも一貫して一つのもの

としてやっていったらいいのかなという

感じも受けましたので、市でする施工と

いうことも考えられないのかということ

をお尋ねしましたんで、これも大阪府の

方がそういうふうにしても、具体的に工

事を進めていくことも考えていただいて

取り組みをしていただいているというこ

とですので、要は２２年のオープンに遅

れないようにやっぱり取り組みをしても

らうということがまず第一ですから、そ

の辺でご努力をしていただくようにお願

いしておきます。

○木村委員長　吉田参事、境川同様、コ

ミュニティプラザについても、現時点で

の担当として答えられる範囲内の答弁を

してください。

○吉田市長公室参事　それでは、コミュ

ニティプラザの整備にかかわります２回

目のご質問で、民間から提供を受けての

今後の動向及びその考え方はどうだとい

うご質問だったと思いますけども、実は

昨年３月に、ジェイ・エス・ビーと我々

の方では、まちづくりに関する提案に基

づいて基本合意を締結しております。あ

わせて、覚書も締結いたしております。

　その覚書の趣旨といたしまして、事業

協力者であるジェイ・エス・ビーの協力

内容という項目の中で、まず１点目は、

公共公益施設の業務機能と連携を図れる

ような具体的な施設計画を提示しましょ

うという１点ございます。それに基づい

て、ジェイ・エス・ビーは、今、設計を

いただいているという一つのスタイルが

ございます。

　次に、ここが大事な部分でございます

けども、公共公益施設と大学との連携で

一体的に整備をするという中で、施設の

建設及びその維持管理等の軽減に寄与す

るという提案をしましょうという話にも

なっております。そのあたりからします

と、我々はそういうことを踏まえて、今

後、設計も踏まえてのその話しもあろう

かというふうに考えますし、特にその担

保性、我々は駅前にということで、昨年

の８月だと思いますけれども、土地の交

換をし、駅前に６，０００平米の公共施

設の土地を担保したということも一つの

ストーリーの中で、今までの覚書に基づ

いて整理をいたしてまいっております。

　ただ、先ほど委員長にもご指摘いただ
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いておりますけども、やはりどのような

形で軽減をいただいて寄与していただく

のか、さらに、やはりまちづくりに対し

て、環境も含めまして、境川も含めて、

どういうような向こうは民間さんとして

ご協力いただけるのか。

　と申しますのは、やはりこの開発に関

して協力者として民間活力の導入という

ことを一つうたっております。それがど

のような形で導入の協力をいただけるの

かということも、今後、覚書に基づきま

して協議をし、そして具体的な協力の内

容、導入による都市側のメリット等を整

理してまいるというのが、我々の今の目

標かなと。それを市議会、そして市民も

含めまして、どういうようなご提示がで

きるのかというのを、今後、相手方と十

分協議を深めて結果を出していきたいと

いうふうに考えております。

○木村委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　連立事業の延長

の可能性についてでございますが、まず

正雀車庫については以前から調査も行っ

ておりますが、阪急電鉄の方より車庫の

移転は難しいということで伺っておりま

す。

　それから、正音寺踏切につきましては、

今回の調査区間に含まれておりませんが、

１か所でも改善していきたい踏切である

と考えております。検討を行うに値する

と思っておりますので、今後も大阪府と

ともに協議してまいりたいと考えており

ます。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　それじゃ確認しますけど、

正音寺踏切は、今から２年ほど前に、大

阪府が拡幅のために約２億５，０００万

ほどお金かけていただいて拡幅できて、

今、あの周辺を通る人間は、我々は非常

にありがたいと。歩道と踏切の拡幅とが

一元化してますので通りやすくなりまし

た。

　そのときにですね、どうもこれは連立

化というものは、ここまできませんよと

いうことなんですね。こうだという断定

的なものじゃないけど、そういうことが

含まれるから、今回、大阪府が阪急と相

談されて拡幅ができたということです。

　私は、ええ悪いは別にして、当面の踏

切拡幅というのは大事だということで、

地元も非常に喜んでおりますが、今、言

われるように、いやそれも包含してです

よ、正雀の駅は無理としても、正音寺踏

切まで連立の中に踏み込める可能性があ

るということであればね、それは地域と

してはこんなにありがたいことはないで

す。

　しかし、財政的にそんな見通しがある

んだったら、この２億５，０００万円か

けていただいて、それがどうかというこ

とになりますが、連立化は、まだこれか

ら１０年、１５年ということですから、

きょう、そういう少しの見解を聞かせて

いただいておりますので、我々は山田川

と言わず、できるだけ延伸をしていただ

けるように、今後、そういう中で努力を

していただきたいということをお願いし

といて、私の質問を終わります。

　どうもありがとうございました。

○木村委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４６分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○木村委員長　休憩前に引き続いて、再

開いたします。

　川口委員。

○川口委員　そしたら、お聞きいたしま

す。代表質問の中でも言っておりました

ように、市長が手つかずの難しい問題と

いうことで、任期の締めくくりというこ

とで一定の判断をしていきたいというこ
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とで、ことし、いろんな事業が大きく進

められるというか、動くのかなというふ

うに思っておりますが、先ほどもお聞き

しておられましたけれども、その中で、

ＪＲ千里丘駅や阪急正雀駅は、本市の玄

関口、顔であるというふうにおっしゃい

ました。そういう中でですね、千里丘の

西地区の市街地再開発の検討ということ

で、７１３万３，０００円ということで

事業費が上がっております。

　先ほども説明があったんですけども、

大きな事業費が必要になるけれども、タ

イミングも大切であるということで、財

政状況なども十分に見きわめる中で判断

をするというふうなことをおっしゃって

おられますけれども、まだこれから検討

ということなんでしょうけれども、先ほ

どもありましたけど、もう少し詳しくお

聞きしたいなと思うんですが、それ以上

答弁がなければ別に結構ですけれども、

お願いいたします。今の現状から、大体

どういう方向で考えておられるのかです

ね、お聞きしたいと思います

　それから、南千里丘まちづくり事業で、

ことし、いろいろなことが進みます。

　まず、継続費の補正の説明が先ほども

あったわけですけれども、継続費の補正

で南千里丘まちづくり事業ということで、

２０年度はプラス５億６，７１９万５，

０００円ですか、ふえております。この

部分の、先ほどもありましたけれども、

ちょっとわかりませんでしたので、もう

少し詳しくご説明をいただきたいと思い

ます。

　それとあわせて、南千里丘の土地区画

整理事業の継続費の補正ですね、このこ

とについても、もう一度確認したいので、

よろしくお願いします。詳しくお願いし

ます。

　それから、同じく補正で不動産売払収

入として、４，５４７万８，０００円と

いうことで、ジェイ・エス・ビーから、

ふれあい広場の保留地の処分金というこ

とですか、それの内金ということなんで

すが、総額的には幾らになるのか。前に

もご説明あったかもしれないんですけれ

ども、お願いしたいと思います。

　ことし４月から旧総合福祉会館の撤去

であるとか、それから市民体育館の撤去

もこの４月から予定をされておられます。

２０１０年の４月には、休日応急診療所

や保健センターの再整備、あるいは撤去

ですかね、そういうのがあります。市民

文化ホール前の整備も２０１０年の４月

ということでなっておりますけれども、

これも含めた全体の費用、代表質問のと

きには、今後、それもあるからまだ不透

明であるというようなこともあったと思

うんですけれども、大体どれぐらい見て

おられるのか。前にいただいている資料

で、これ見ておりますと、先ほど総事業

費のご質問があったんですけれども、そ

の中ぐらいで考えていいのか、ちょっと

そこがわかりませんので、どれぐらいの

費用を見ておられるのか、お聞きしたい

と思います。

　それから、今、ダイヘンの社屋の工場

の解体が行われています。前回の委員会

のときにもご質問したと思うんですけれ

ども、その後、周辺を通りますと、にお

いであるとか、それから、ほこりである

とか、そういうのがあると思うんですね。

土曜日なんかもずっと解体工事しており

まして、日曜日はまだ見ておりませんけ

れども、実際に普通の解体工事でしたら

水をかけたり、そういうことでしはると

思うんですけど、どうもそれしてはらへ

ん感じなんですね。何かその周辺へ行く

と、囲いはしてあっても上からかなりい

ろんなほこりが舞い上がっているように
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思うんですけれども、実際に担当の課と

して、この周辺の住民の皆さんには解体

をしている会社の方が行くということで

したけど、指導しておられるということ

でしたけれども、今のこの状況、実態の

把握や指導がどういうふうになっている

のか、市としてどのような解体の状況や

ということをつかんでおられるのかです

ね。いろんな苦情とかがきてないのか。

　この間、中学校の卒業式もあったわけ

ですけれども。あんまりちょっとひどい

ときは教頭先生の方からお電話してもらっ

てますというようなこともお聞きいたし

ました。そんなにしょっちゅう大きな騒

音がするとかということではないそうで

すけれども、上が全部抜けてますので、

本当によく聞こえるんではないかなと思

うんですけれども、その辺のところをど

こまでどう市がかかわってつかんでおら

れるのか、お聞きしたいと思います。

　それから、阪急の連続立体交差事業の

件については、先ほどのご質問もありま

したんですが、このコミュニティプラザ

の南千里丘まちづくり構想が最初の段階

で、もともとの目的は阪急の連続立体交

差事業ということで、そのときの説明が

山田川から大正川の２．１キロのところ

を高架にするということで、今の庄屋の

ガードのところで同じ高さになるという

ふうに説明を受けてたわけですけれども、

先ほどの柴田委員とのやりとりの中で、

できるだけ正音寺踏切の高架化も含めて

検討していきたいというような、可能性

も含めて検討していきたいですか、そう

いうのがあったと思うんですけれども、

本当に可能なのかどうか、可能性も含め

て検討していきたいとおっしゃってるか

らなんですけど、もう一度ちょっと確認

をしたいと思います。車庫の移転も含め

てできるのかどうか、そういう交渉とか

ができているのか、お聞きしたいと思い

ます。

　吹操のまちづくり事業で、土地区画整

理事業による基盤整備の実施及びまちづ

くりの基本計画の作成ということなんで

すが、債務負担行為で６億円、７月に都

市計画審議会で決定をするからというこ

とで、２２年からの事業であるけれども、

債務負担行為ということで上げていると

いうことだったんですが、これはさっき

とダブるかもしれませんが、区画整理に

要する事業費は、周辺整備分も含めて３

億円と想定していると。この数字の根拠

は、先ほどご説明あったかもしれないん

ですけれども、私はこの数字の根拠は何

かなと思いまして、お聞きしたいと思い

ます。

　それから、代表質問の答弁で、良好な

まちづくりを誘導するために必要な土地

を確保するために新たな土地取得が必要

になってくると。財政状況や他の事業計

画を十分考慮して慎重に判断をすると、

こういうふうにおっしゃっておられます。

　こういう中で、この吹操、南千里丘も

一体これからまだどれだけお金が、予算

がふえるかわからない。千里丘西地区も、

事業費がどれだけ要るのかわからないと

いう中でですね、本当にこれ財政が、経

常収支比率は回復したとはいえ、大変な

まだまだ公債費比率が高いということの

中で、あれもこれもこれできるのかなと

いう、そういうふうに思うんですけれど

も、この吹操の事業計画についても、今

回、防災公園の部分が上がっております

けれども、他の開発可能用地についても

買収をしていくということであれば、多

額のお金が要るということになりますよ

ね。そういう中で、十分その辺のことも

考えてやっておられるのか、よくわから

ないんです。先ほどから聞いてて、本当
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にもう財源が一体どこまでお金が要るん

だろうかというふうに思いまして、その

ことでお聞きしたいと思います。

　それから、議案第２２号ですかね、Ｕ

Ｒ、都市再生機構が入ってきております

が、これ都市再生機構が入らないと、こ

ういう開発ができないんでしょうか、素

朴な疑問なんですが。協定を結んだとい

うことですけれども、どうしてもこのＵ

Ｒ、都市再生機構というのが入らないと、

こういう開発ができないんでしょうか。

　何かね、開発の民間委託のような気が

して、実際そうなんかもしれないんです

けれども、なぜこの都市再生機構が入ら

なければできないのか、お聞きしたいと

思います。

　というのは、今、国土交通省の天下り

の関係でですね、都市再生機構も廃止の

対象にも名前が挙がっているような、や

はり税金の使い方の点でも問題になって

いるとこだと思うんですね。あちこちで

これやっていると思いますけれども、既

に奈良県では逮捕者なども出ているわけ

ですね、都市再生機構や国土交通省の職

員が。

　結局、こういう委員会でも公園を整備

するということでお金が上がってきます

けれども、なかなかなその中身の詳しい

ことが、都市再生機構がやるということ

でよくわからないんですね。結局、随意

契約みたいになるのか、実際、どんなふ

うに都市再生機構は公園整備についてや

られるんでしょうか。

　奈良の飛鳥国立公園のこの整備の問題

でも、やはり同じような構図やと思うん

ですね。この辺でいうと癒着が生まれる

し、やはり、市が直接そういうことをや

ればいいんではないかなというふうに、

同じ公園をするんであればですよ。なぜ

都市再生機構が入らなければならないの

か。今は本当に国土交通省の問題で、い

ろいろむだ遣いが問題になってきており

ます。そのことについてお聞きしたいと

思います。

　それから、先ほどから１．１ヘクター

ルの防災公園をつくるということで、山

田川公園については廃止をしていくとい

うことなんですが、これは地元の住民の

皆さんたちは、あそこでサッカーの練習

をしたり、木もあるんで、たくさん。子

どもだけでは遊ばせられないんですけれ

ども、桜があったりして、あの地域で言

うたら、なかなかない中で、まあまあ広

い公園やったんです。

　そういう点で言うと、地元の人たちへ

の説明みたいな、そういうことはできて

いるのか。防災公園をつくるから、その

山田川公園は必要ないというふうに、目

と鼻の先にできるからということなんで

しょうか。身近なそういうのと、今まで

やっぱりサッカーの練習もしたり、そこ

でやってはりますしね、やっぱり地域に

とっては親しまれた公園だと思うんです

けれども、機構との等価交換であるとか、

そういう話も前にちらっとお聞きしたよ

うな気がしますが、このことについても

お聞きしたいと思います。

　あと、先ほども言いましたけれども、

全体的なことで、南千里丘まちづくりの

事業以外に大型開発に類する事業が浮か

んできていて、具体化するまでは事業費

が幾らになるか不透明な状況であるとい

うふうに市長答弁の中で言っておられる

んですよね。

　そういう中で、副市長ね、新総合計画、

それから中期財政見通し、絵にかいたも

ちになってはならないと、実効性ある計

画とするためには、しっかりとした財源

的裏づけが必要でありますというふうに

もおっしゃっておられるんですね。その
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辺のところはどう担保できるのか、これ

だけ市の財政が厳しくなっている中に、

市民の暮らしが本当に大変になっており

ます。そういう中で、あれこれもやろう

としているという感じをやっぱり受けま

す。しかも、多額の何十億という財政を

伴うことなんで、本当に慎重にやらない

とだめだと思うんですよね。そういう点

では、どのように見ておられるのか、考

えておられるのか、ここについてもお聞

きしたいと思います。

　１回目は、以上です。

○木村委員長　川口委員の質問で、各種

まちづくりと財政的なかかわりについて

質問があったんですけども、この点につ

いて総務常任委員会でも一定議論がされ

ていると思うんですけれども、やはり本

特別委員会の我々委員としても、その辺

の問題については大いに関心のある問題

ですし、どちらかいうと、本当は駅特で

議論すべき問題なんかなという気もする

んで、そういう点では、副市長の方から、

とりわけ吹操の問題については、今の議

論の中では具体的に用地買収をどうする

んだというようなことも議論されており

ませんし、そういう点では、その辺が大

きくまた財政問題ともかかわってくると

思いますので、その辺を絡めて後から副

市長の方から答弁をしてください。ほか

の問題について、担当の小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、ご質

問に対する答弁、私の方からは４点ほど

ご答弁させていただきたいと思います。

　南千里丘にかかわる継続費の補正、保

留地の関係、福祉会館の撤去に関する事

業費、それとダイヘンの撤去に係る苦情

等につきまして、ご答弁させていただき

ます。

　南千里丘の継続費でありますけれども、

１９年度の補正としまして、７ページに

補正の表が載せております。南千里丘ま

ちづくり事業としましては、昨年の１２

月に、新駅等を含めて全体事業費１７億

８，０００万ほど計上させていただきま

して、今回、新たに境川の整備費、平成

２０年度の４億を上乗せさせていただき

まして、２２億５００万ほどの総事業費

になっております。

　そして、１９年度につきましては変わっ

ておりませんが、平成２０年度の執行に

つきましては、かなり増額になっており

ます。これにつきましては、境川の関連

の工事費の発注、あるいは阪急沿いに歩

道橋、人道橋ですね、人道橋を架ける工

事も整備を行ってまいりたいということ

で、２０年度で事業実施を予定しており

ます。若干２１年度が減っておる部分に

つきましては、２１年度で予定していた

工事を２０年度で先に工事をしてまいり

たいということで、継続費につきまして

は補正を上げさせていただきました。

　南千里丘土地区画整理事業につきまし

ては、全体事業費につきましては、９億

３，５００万円と変わっておりませんが、

やはり平成２２年度のまち開きにあわせ

て、当面事業の長くかかる工事を２１年

度で発注するのではなく、２０年度の秋

ごろから、もう既に工事を発注していき

たいということで、２１年度に予算を計

上していたものを２０年度で事業を上げ

させていただいたということであります。

２２年度、２３年度につきましては、当

初予定どおりで事業を進めてまいりたい

と、現段階ではこのように考えておりま

す。

　そして、保留地にかかわる部分でござ

いますけれども、保留地の売買契約につ

きましては、ことしの１月に保留地の売

買契約を終えております。保留地の売却

先につきましては、ジェイ・エス・ビー
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であります。

　なぜ、このジェイ・エス・ビーに売却

したかといいますと、区画整理の保留地

の処分規定の中で、まず権利者の意向を

聞くということで、権利者の意向を聞い

てまいりました。

　市もどうするのだということがありま

して、公有地取得審査委員会で諮った結

果、市の方は使用目的ということで、今

の段階ではないということで、ジェイ・

エス・ビーにお聞きしたところ、ジェイ・

エス・ビーは購入したいという申し入れ

がありましたので、ジェイ・エス・ビー

に売却いたしました。

　保留地につきましては、全体面積が３，

０４２平米でございます。そして、売払

額総額が４億５，４７７万９，０００円

というお金で契約をいたしております。

そのうちの１９年度分としまして、前金

といたしまして４，５００万円程度のお

金を今年度に入ってくる予定で契約を交

わしております。

　保留地につきましては、今後、工事を

行いますので、しばらくの間、工事用基

地として使用させていただくという条件

のもとで、ジェイ・エス・ビーに売却を

いたしております。

　それと、次の福祉会館撤去なんですけ

ども、これにつきましては、福祉会館の

撤去、市民体育館の撤去、休日応急診療

所の撤去、そして、男女共同参画センター

にかかっている横断歩道橋の撤去等が含

まれております。今現在、基本計画を発

注し集約しつつあります。全体事業費に

つきましては、アスベストの施されてい

るというか、入っている面積につきまし

ては、さほど変わってないような状況は

聞いておりますけれども、種類、レベル

１・２・３とありますけれども、その割

合がかなり違っているので、事業費は幾

らか上がるのではなかろうかという話も

聞いております。

　そして、もう一つは、文化ホールの前

の整備でございますけれども、これにつ

きましても、まだ詳細にはできておりま

せん。概略で、このようなイメージで整

備しなければいけないのではないかとい

う中でも、全体事業費的には若干かかる

のではなかろうかと。ただ、今の段階で

幾ら増額になるというのはわかっており

ませんので、基本構想がまとまり次第、

また、どれぐらいの費用がかかるのかと

いうこともご報告させていただきたいと

思っております。

　ダイヘンの取り壊しについてでござい

ますけれども、ダイヘンの取り壊しにつ

きましては、ことしの１月から現場着手

されまして、今現在もかなり取り壊され

ておりまして、福祉会館のすぐ前あたり

の建物につきましては、ほとんど姿が見

えない状況になっております。

　これにつきましては、１月に大阪府の

環境部局の担当者と摂津市の担当者が現

場に出向いて、ダイヘンの取り壊し業者

と立ち会いのもとで取り壊し等について

の指導をされているということは、我々

も担当課からお聞きしております。

　そして、市民からの苦情でございます

けれども、やはり月１回程度は、当初の

間はもう少しあったんですけども、最近

では余りそういう苦情は入っておりませ

んけども、それにつきましては取り壊し

業者の方へ連絡いたしまして、対応する

ように指示をいたしております。

　そして、最近もそういう電話があった

んですけども、ただ氏名をおっしゃられ

ませんので、なかなか対応できない状況

もあります。そういうことは十分把握を

しておるんですけども、ダイヘンの取り

壊しにつきましては、あくまでもダイヘ
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ン自身が取り壊されておりまして、市の

方としては、業者への指導、住民への周

知を徹底するようにということで指導は

させていただいております。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西地区についてお答えさせていた

だきたいと思います。

　先ほどもご説明させていただきました

ように、今回、千里丘西の調査につきま

しては、今のままではなかなか事業が進

まないという状況をどのような形で打破

できるかというのを調査するという形で、

既存の区域にとらわれることなく、また

既存の都市計画の変更も含めた中で、い

ろいろな検討してみたいと。その中で、

どういう形で、どんなことができるのか

というのをまずつかんだ上で、現状の千

里丘開発にどの手法を使うのが一番いい

のかというところを検討していくという

形になっております。

　その上で、実際進めるに当たりまして

は、委員のご指摘のように、大変大きな

事業費もかかることになろうかと思いま

すので、まず、その方向をどういう形で

整備すべきかというのをまず見きわめ、

その上で財政事情等も勘案しながら、千

里丘西地区の開発をどのように進めてい

くかというのを検討してまいりたいとい

うふうに考えております。

○木村委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　連続立体交差事

業の検討区間についてでございますが、

今までの説明で、区間としましては、山

田川から大正川の区間と聞いておるとい

うことであります。

　それで、先ほどの柴田委員への答弁の

中で、正音寺踏切も含めて検討したいと

いう答弁をしたわけでありますが、本当

にできるのかということでございますが、

連立事業の区間につきましては、山田川

から大正川の区間は基本的に変わってご

ざいません。

　ただ、先ほども申し上げましたが、平

成１９年度の連立事業の検討連絡会にお

きまして検討する中で、正音寺踏切も何

とか連立にならないか、救えないのかと

のご意見もいただいております。という

こともありまして、技術的な面も含めま

してできるのかどうか、今後、阪急電鉄

とも協議を行い検討してまいりたいと考

えております。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　私の方か

らは、吹田操車場跡地利用に伴いますご

質問にお答えいたします。

　まず、区画整理の事業費３億円という

話を、その根拠ということでご質問あっ

たかと思いますが、これも以前の委員会

でご説明させていただいておりますこと

と重複するんですが、現在、区画整理の

本市としての事業費負担、総額３億を見

ております。そのうち２億円が区画整理

そのものに対する国費の補助等々入りま

すが、それを差し引いて市として出さな

ければならない金額は、区画整理に２億

円。

　ただ、その区画整理を行いますと、そ

の区域の周辺、区域外にもその工事の影

響たるや及ぶものが多々ございます。そ

ういったことをフォローする意味で、お

おむね１億程度の周辺整備が必要であろ

うというふうに、今現在、考えておりま

す。あわせまして、市の想定負担として

は３億円というふうに考えてございます。

　その事業見積もりのその精度等につき

ましては、通常の区画整理でいきますと、

既存のその建物だとか、構造物が乱立し

ているところを取り壊ししていく中での

事業費の不透明なところ、不確定なとこ
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ろが多々あるかと存じますが、今回につ

いては、一定鉄道機構の方が、今、ター

ミナルの工事を進めておりますので、ま

ちづくり可能用地につきましては、更地

で引き渡すという協定の方を結んでおり

ますことから、それほどその事業の精度

に誤差はないのではないかと考えており

ます。ターミナルの工事、鉄道機構の工

事の中で全く想定していないものが地中

から出てきたり、予測できないことが起

こらない限り、それほどの振れ幅が起こ

るような要素は少ないのではないかと考

えております。

　あと、本市が検討しております土地取

得についてでございますが、何度もお話

しさせていただいておりますように、今

現在の土地取得者であります鉄道機構は、

その責務が土地処分にあるということか

ら、自社用地については必ず一般競争入

札で、その最高値を示した者に売却処分

をするという絶対的な決まりがございま

す。

　ですので、現時点での鉄道機構の所有

のまままちづくりを推進していくことに

なりますと、本市の思いは全く蚊帳の外

に置かれまして、一番高い値段を入れた

開発者が参入してくるということが懸念

されますので、何とか本市としてのまち

づくり計画を実現する意味で、土地をコ

ントロールしたいと。

　ただ、じゃぶじゃぶとお金をつぎ込ん

でまでコントロールしないといけないの

かといいますと、もちろんそうではござ

いませんでして、ある一定、鉄道機構か

らの単価提示、価格提示、まだ不確定要

素等ございますが、一定価格提示をされ

た中で事業の採算性を検討しますと、お

おむね本市としては採算性がとれるよう

なまちづくり計画が可能ではないかとい

う観点から、土地購入の方、今現在、検

討しております。ほどなく、その不確定

要素についての協議が終了するかと思う

んですが、遅くても４月中には意思決定

をして、７月の都市計画決定の方に移行

してまいりたいと、このように考えてお

ります。

　また、公園整備につきまして、都市再

生機構でないと整備ができないのかとい

うことについてのご質問ですが、おっしゃ

るように、市でも公園整備の方はでき得

ると考えておりますが、きょう私が申し

上げますように、まず公園の空白区域と

いいますか、それも言いかえれば一時避

難地の空白区域があるということをまず

重きに置きまして、１日も早くその区域

の解消をするためには、１日も早い公園

の整備、ひいては公園の土地取得という

ところまでいかなければならないのでは

ないでしょうかと。

　市の施工でいきますと、まず土地を取

得するのに数年間、予算計上して内示が

ありまして配当して買っていくという段々

的な土地購入、その後の整備という形に

なりますが、ＵＲ施工になりますと、Ｕ

Ｒが一括して土地を先行取得すると、施

設整備を行いながら、本市としては、そ

の費用を買い戻し等々で充当していくと

いう方法をとりますので、完成年度が非

常に早くなることと、いっときの用地取

得費が後年度送りにできるという財政的

な利点もあるかというようなことから、

ＵＲ施工ということを選択をいたしまし

た。

　また、山田川公園の廃止につきまして

は、不必要だからもう要らないというこ

とは毛頭考えておりません。これも重複

するんですが、直近に現在３，５００平

米程度の公園規模あるんですが、約３倍

の規模を持った公園が誕生すると。まし

てや、その施設の更新、もしくは追加、
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そこに防災機能もつくということでござ

いますので、少なくとも現在の山田川公

園よりは同等以上のものが整備できると

考えております。

　ただ、本市の財政事情、非常に苦しい

中での事業ということになりますので、

跡地の検討は必要であろうと思うんです

が、その新しくできる公園で集約できる

という判断がなされれば、山田川公園を

売却処分というような形で、その事業費

を幾ばくか新たな公園整備に充当すると

いう考えも、財政的な点からも非常に合

理的ではないかという考えを持って、こ

れまでの発言に及んだということでござ

います。

　地元説明会、地元住民のご理解という

形でございますが、現在、まだ都市計画

決定等を控えておりますことから、正式

な地元説明会は開いておりません。

　７月に都市計画決定を予定しておりま

すことから、従前の地元説明、区画整理

も含めた都市計画決定に向けての地元説

明を予定しておりますので、その中で一

定新しい公園の話、そうなった場合の山

田川公園の処遇、その辺のところを市民

の皆さんと一緒に議論してまいりたいな

と思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

○木村委員長　小野副市長。

○小野副市長　吹操跡地取得と財政問題

なり、総合計画、さまざまなまちづくり、

財政の整合性という点でございますけど

も、若干まだまとめきれておりませんが、

基本的に考えていることを申し上げたい

と思います。

　まず、平成１９年８月に出しました２

５年度までの中期財政見通しの中には、

附則に書いておりますけども、南千里丘

まちづくりの境川問題、コミュニティプ

ラザ、福祉会館撤去等の費用は含んでは

おりませんでした。ここに入っているの

は、それ以外の南千里丘の区画整理と新

駅の負担だったと思います。それから、

市営住宅の整備と。

　今回、南千里丘もはっきりしてまいり

ましたから、これらも入れるということ

になっております。それで、資料的には

２５年度で３９億９，０００万、約４０

億円の基金が残るということを出してお

ります。

　それで、去年の３月議会以降、また、

この代表質問までで市長の方で答弁して

いる中身のまず項目を申し上げたいと思

います。

　それは、一つは南千里丘まちづくりで

あります。それから、二つ目にはコミュ

ニティプラザの建設事業。そして、きょ

うも議論になっております三つ目は阪急

の連立問題、それから吹操跡地の問題、

それから市営住宅の建替え事業問題、六

つ目には千里丘西口の再開発事業、これ

も前に出ましたけども、千里丘三島線に

ついては、三島幼稚園まで対応するとい

うことを申し上げてまいりました。それ

から、正雀駅前の道路改良事業がござい

ます。この辺までが、去年、ことしにか

けて市が申し上げた大体大きな中身では

ないかと。

　それから、もう一つは、今までも事業

を進めております公共下水道事業、残り

６．９％をどう進めるか、それから今後

の雨水整備をどういうふうに進めていく

か。それから、環境センターはできるだ

け長くもっていきたいと思っていますが、

これとても平成の年号で言うならば、３

０年以降には建てかえの問題が出てきま

すし、コミュニティプラザの活用問題も、

この前の代表質問で出ました。それから、

安威川以南のコミュニティ施設問題と。

　こういった中身が大体トータル的な中
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身でありますから、市としては、先ほど

言われました吹操跡地問題について、市

長答弁は、７月ごろに都計決定を予定し

ておるので、７月中には意思決定を行っ

て、その規模等を検討していると、こう

申し上げました。

　それで、今、市が考えるのは、５．５

ヘクタールは、基本的には市長は取得を

するという方向でいきたいというふうに

思っております。

　ただ、これは今まで言ってまいりまし

た平米当たり４万円なり４万２，０００

円といたしますと、大体、今、山脇部長

の方で具体的な形で機構と協議させてお

りますけども、これが４万円であれば２

２億円、４万２，０００円であれば２３

億１，０００万円ということになります。

　それで、この問題というのは、そうい

う判断でまいりますと、総務常任委員会

で申し上げたんですが、これだけの事業

を抱えておる中で、一体、財源手当ては

どうできるかということを示さないと、

私なりの判断は、６月議会でそのことを

申し上げても、今申し上げているような

さまざまな事業がありますから、吹操跡

地についても処理場問題が、この前も代

表質問で言ってますように、これとても

吹田市は２３年度末をもって廃止をした

いということであるとするならば、これ

に乗っていくとすれば、このクリーンセ

ンター問題は平成２１年ぐらいから具体

的に始めないとここに乗っていけないと

なりますから、代表質問でも申し上げた

三つの視点から、どの方法を選ぶのかと

いうことがあります。

　したがいまして、この吹操跡地問題の

解決をするときに、一定の８月では少し

遅いなというふうに思います。もう少し

前倒しをして、その買収をする６月議会

の時点で、議会にはある程度見通せる、

市が今のところ見通せるものはお出しを

しないと、なかなか判断材料になり得な

いんではないかということを考えており

ます。そういったことを総務常任委員会

で申し上げました。

　ただ、歳入面で言いますと、私どもは、

このときに中期財政見通しで持っておっ

た中身から見ますと、ことし２０２億の

税収を見ておりますが、これほどまでの

原油高と円高で、来年、再来年は企業収

益は相当厳しいのかなと。特に、輸出産

業的には厳しいのかなと思っています。

この２０年度を１９８億程度見ておりま

した。したがって、２０２億というのは、

大体整合性が合ったと見るんですが、こ

の１７年、１６年、１５年当時は百七十

二、三億で走っておりましたから、それ

から３０億伸びているのが一つあります。

　それから、もう一つの不安定要素は、

これも代表質問、一般質問で言ってます

ように、資本費平準化債はことしも１１．

７億円入れてました。来年は１２．５億

円入れますから、これをもって平準化債

を打ち切ると言っておりますから、打ち

切った後のこの１１億円、１２億円をど

こで財源手当てをするかという問題。企

業誘致条例の、いわゆるたばこ税は、今、

２０．５億円ありますから、私どもの規

模では大体６．４か６．５億円でありま

すから、１４億円入っておりますから、

奨励金３億円で１１億円の現金が入って

おると。これが条例で２２年までするな

ら、２３年は時限条例でないとすれば、

これも減るということであります。

　したがって、そういう歳入面での基本

的な見通しと、税はなかなか見通しにく

いですから、それの不安定要素をどう見

るか、そして、これら言いましたような、

環境センター等の問題はもう少し先にな

りますが、今、言われてます総合計画で
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見るならば、２３年から３２年ですから、

大体この５年から１０年の間は、こういっ

た事業が主になってまいりますから、そ

れらを入れ込んで、それでもう一つは、

実質公債費比率１８％ということを極め

て高く意識をしなければならないという

ふうに思っております。２５％になりま

すと、単独事業が行えませんから、１８

％の起債協議団体を入らないという中身

と、その一般財源と起債と、私はもう一

つは、今後お願いしなきゃならない財産

売却収入が大きな柱になるのではないか

というふうに思います。財産売却なくし

て、今のこの時点では見通しが立たない

というふうに思います。吹操跡地も、私

は例外ではないというふうに、減歩率６

０％ですけども、この問題も視野に入れ

なきゃならないのではないかということ

も入れながら、ここの場面では具体的に

申し上げませんが、そういう課題を持っ

て総計と財政見通しの整合性ということ

も頭に入れながら、絵にかいた餅になっ

てはならないことも委員会で言っており

ましたから、それらも入れながら、私は

２０年８月の中期財政見通し、２６年ま

でのやつをもう少し前倒しをしてお示し

ができるとこはできるだけして、６月議

会の吹操跡地の土地取得に向けて取り組

んでいきたいなというのが、基本的には

今思っているところでございます。この

内容について、総務常任委員会でも若干

申し上げましたので、よろしくお願い申

し上げます。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　補正の不動産売払収入なん

ですけれども、これは内金として入って、

今後どういうふうにまだ入ってくるんで

すか、お願いいたします。

　ダイヘンの社屋の工場の解体なんです

けれどもね、何か、今、聞いております

と、ダイヘンの方でやっておられるから、

業者に指導してもらうようにとか、住民

への指導してもらうようにとかというこ

とで伝えているということなんですが、

もちろんそうなんですけれども、摂津市

が周辺道路の整備をこれからもしてくわ

けですよね。

　解体されなければ、道路もつくれない

というのもあるんですけれども、実態の

把握をどう見てはるか、見に行ってます

か、ちょこちょこ見に行ってはりますか、

解体の状況を。別に見に行ったっていい

わけでしょう。何か見に行ったらあかん

みたいな感じするんですけど。たくさん

の方が、境川を散歩して通っておられる

んですよね。やっぱり、みんな不安なん

で、でも見ていると外しながら取っては

るから、だけどやっぱりすごいほこりも

立ってるしね、全然水かけへんのかしら

と思うぐらいほこりっぽいんですよ。そ

の辺のところ、どうなんでしょうか。ま

た、今度、福祉会館の解体やとかいうた

ら、もうあの辺ほこりだらけになります

よ、本当に。大変な状況になるんじゃな

いかなと思うんですけれども。ちょっと

聞いてると、何か実態をあんまり見ては

らへんような気がするんですけど、時々

見に行ってもいいわけでしょう。だめな

んですかね、見に行っていただきたいん

ですよ。

　やっぱりね、中学校の間であるとか、

そういうのもやっぱり騒音がどうなんか

なとか、学校の先生たちにも聞いていた

だくとか、それをすぐ聞いてどうこうと

か、そういうことでもないと思うんです

けど、実態ね、まだ大分かかりますよね。

つかんどいていただいてね、やっぱり対

応していかないと、市が南千里丘のこの

まちづくりの開発をやっぱり手がけてい

くわけですから、その辺のところは、ぜ
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ひつかんでおられるのかだけ、ちょっと

確認したいと思います。

　坪井の踏切とかの安全対策については、

きっちりやっていただくものと、そうい

うふうに思っておりますけれども、この

辺については可能になりつつあるんでしょ

うか、安全対策。先ほどちょっと聞くの

を忘れましたので、お聞きしときたいと

思います。

　千里丘西地区の市街地再開発問題は、

どういう形で整備すべきか今後検討して

いくということなんですけれども、本当

になかなか待てない状況でもあるんかな

て、実際実態を見たときに思うんです。

どんどん吹田側もマンションが建ってた

り、摂津の千里丘６丁目でも１５階建て

のマンションが建つということで、西口

を利用される方もふえると思うんですね、

ますますね。そういう中で、やはり大変

危険な状況、阪急の正雀駅前も大変危険

だとは思いますけども、安全対策ができ

るように、できるだけ早く対策をとって

いただきたいなと思いますし、また中身

がわかれば、ぜひこの委員会にもお伝え

いただきたいなと思います。

　継続費の問題なんですけれども、南千

里丘のまちづくり事業の継続費の補正で

は、これかなり増額になってるわけです

が、後年度は前送りしてるから減ってる

んだということなんですが、本当にこれ

でいけるのかなという不安があるんです。

でも、既に事業費としては大幅にふえて

るわけで、土地区画整理事業が、このま

んまの金額でいかへんやろうというふう

に思いまして質問してるんですけれども。

　予定どおりで進めていくというふうに

おっしゃいました。ただ、もう既に事業

の方は金額がやっぱり私たちがさきにい

ただいた資料よりも大きくふえておりま

すし、一体どこまでふえるのかなという、

そういうことで何かまだまだ不透明なと

ころがあると思います。こういう点でも、

ジェイ・エス・ビーがコミプラとかも含

めてつくっていかれるということなんで

すけれども、なかなかそういう間に入っ

てるもんでわかりにくいなと思うんです

ね。実際、最後どれぐらい負担になるの

かなというのがわかりません。総合福祉

会館の周辺や駅周辺整備費入れて、当初

で３５億２，８００万円、総事業費で、

そういう１８年１２月現在の表を見てま

すけれども。それから、この撤去費用が

加わって、さらにふえていくということ

で、市の負担は２１億円と言ってたんが、

今は２１億７，０００万ということです

が、ふえていくんだろうなということで、

大変な多額なお金が要るんだなというふ

うに思います。

　まちづくり懇談会などが開かれて、住

民の意見、そこでは聞いてこられたとい

うことなんですが、引き続き地域の人た

ちの声をやっぱりしっかりと反映してい

ただいて、どうしても駅をまち開きへ向

けてやっていくということであるんでし

たら、やっぱり地域の人たちのいろんな

安全対策や、それからいろんな声をしっ

かりと聞いていただいてやってもらわな

いと困るなと思っております。

　阪急の連続立体交差の問題については、

また協議をしていくということで、不可

能ではないということがわかりましたの

で、本来は高架化事業というのは私たち

も反対ではありませんし、安全に通れる

ということは大切なことだと思いますが、

また、こういうのが協議の中身がわかっ

ていけば、ぜひまた教えていただきたい

なと思います。

　吹操のね、ご説明なんですけれども、

先ほど副市長もお話しされたんですが、

約５．５ヘクタールを買収したいという
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ことで、２２億から２３億１，０００万

ぐらいは要るだろうと、そういうふうな

ことをおっしゃったわけですが、これも

やっぱりＵＲから取得するということに

なるんですかね。今のお話しから聞くと

ね、違うんですよね。

　この公園の整備で、やっぱりなぜ都市

再生機構が入らなければならないのか、

直接やった方がいいんじゃないか、今の

説明やったら、何か一時避難地に空白地

域をつくってはいけないと、空白区域を

つくってはいけないというふうにおっしゃ

いましたけれども、今でも空白地域なん

でしょ、結局ね。たまたま今回は防災公

園をつくるということでおっしゃってお

られますけれども。

　今、問題になっている、こういうよう

な都市再生機構というのが間に入って、

そして、さきに先行取得してるから、摂

津市が後で土地の売却をすると、そうい

うやり方、手法が本当にいいのか、大変

疑問に思います。一体、ＵＲというのは、

どこでそしたら利益を上げるのかなと。

そういうふうに思いますが、反対に高い

買い物にもなってるんではないかななん

て思ったりいたしますし、やっぱり何と

いっても、こういうような国の税金のむ

だ遣いと言われている、今、機構の一つ

であります。こういうところと摂津市が

一緒になって、こういう開発に乗り出し

ていくということについては問題ありだ

と思っておりますので、またこれね、財

源の問題とかも含めて、本当に、今、副

市長が中期財政見通しなどを見ていって、

そういう中で財産売却も考えているとい

うようなことをおっしゃいましたけれど

も、多額の、あっちもこっちも、この平

成２２年から２３年にかけていろんなも

のが始まっていくとしているという、そ

ういう感じで、本当に大変な多額の予算

が要るんだなというふうに思っておりま

す。

　この４年間で、市民の負担は、約２０

億円ぐらい公共料金の負担がふえてるわ

けで、そういう点で言うと、やっぱり摂

津の人口推計出てますけども、２０００

年で８万５，０６５人だったものが、２

０１５年には７万７，１１６人になるだ

ろうというふうなのが出ております。幾

らこういうのをしても、南千里丘でマン

ションとかね、そういうのを言ってても、

本当にふえるんだろうかと不安になるん

ですけれども、ここまでお金をかけて、

そして人口が減っていくようでは、何の

ためにこの投資したのかわからない、未

来への投資、森山市長はそういうふうに

おっしゃっておられましたけれども、本

当にこれだけのお金を、全然金額がまだ

はっきり出ておりませんけれども、これ

だけのお金を使って、本当に、どことも

同じようなまちを、摂津らしいまちづく

りというのがもっとほかにあるんではな

いかなと、やっぱりずっと思ってるんで

すけれども。こういう点では、やはりよ

く慎重に考えていかなければならないと

思うんですよね。あっちも買う、こっち

も買うとなったらね、それこそ本当に大

変な状況になって、今でも、それでもま

だまだ公債費比率は大変な状況やとおっ

しゃってるわけですから、そういう点で

は本当に慎重にやって、やっぱり住民の

皆さんの今度意向調査もするということ

なんですけれども、ぜひね、声をしっか

りとつかんでいただいて、開発優先には

ならないようにしていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、私の

方から南千里丘の継続費にかかわる全体

事業費がどのように推移するのかと、そ
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れと保留地にかかわる残りのお金はいつ

になるのかということと、坪井踏切の安

全についてのご答弁をさせていただきた

いと思います。

　継続費の補正につきましてであります

けれども、土地区画整理事業の９億３，

５００万円、これにつきましては現在も

変わっておりませんし、詳細設計をする

中で、ほとんど増額ということは今の段

階では考えておりません。今のこの９億

３，５００万円での事業を執行していき

たいと考えております。

　南千里丘まちづくり事業の額につきま

しては、阪急の負担金などを、その都度

に継続費を増額させていただいていると

いうことになっておりまして、全体事業

費の３６億につきましては、その阪急の

負担及び福祉会館の撤去費につきまして

は、当初から見込んでおります。

　それで、区画整理事業、あるいは阪急

の新駅、南千里丘まちづくり事業、福祉

会館の撤去事業等、すべて含めて３６億

４，０００万円が全体事業費と考えてお

ります。そこに新たに境川の６億から７

億ぐらい想定しておりますけども、その

事業費が増になるということで、継続費

につきましては、その都度都度増額させ

ていただいておりますけども、全体事業

費としては、約３６億４，０００万プラ

ス６億か７億円程度増額になると。そし

て、福祉会館の撤去につきましては、今

現在、精査をしておりますので、それに

ついては、当初２億７，０００万円を考

えておりましたけども、それがどれだけ

増額になるかということにつきまして、

調査がまとまり次第、また報告させてい

ただきたいということであります。

　境川につきましては、すべて単独事業、

市の新たな事業ということで、市の方の

負担と考えておりますけども、今後、ま

ちづくり交付金対象にならないかという

ことも国の方へお願いに行きたいと思っ

ております。

　次に、保留地の残りのお金をいつに支

払っていただけるのかということでござ

いますけれども、契約の中で、ことしの

１月に契約をいたしましたけれども、前

金として今年度に一部支払っていただい

て、残りの金額につきましては、今後２

年間、その保留地を我々が工事用基地、

あるいは、お互いに使っていこうと。例

えば、阪急の工事、あるいは市の工事、

あるいは地下埋設物の工事等によって、

現場事務所等、あるいは資材置き場等が

必要になってまいります。その保留地、

あるいは、ふれあい広場の用地を一部共

同で使いながら工事を進めるという中で、

保留地の残金につきましては、平成２２

年の６月末までに支払っていくよう契約

を結んでおります。ということで、最終

残金につきましては、平成２２年の６月

末までに払っていただけるものと考えて

おります。

　そして、坪井の踏切の安全でございま

すけれども、阪急電鉄と、その坪井の踏

切に関しまして協議を重ねてまいりまし

た。そして、所轄の摂津警察、あるいは

道路管理者と協議を重ねて、坪井の踏切

を拡幅できないか、あるいは、一部歩道

だけでも拡幅できないかという協議を進

めてまいりました。一定の判断が出まし

たので、地元の方へは説明に伺いたいと、

今現在、阪急電鉄とは調整に入っており

ます。まだ、地元の方には入れない状況

でありますけども、一定の安全性確保の

ために踏切を何とか少しでも拡幅したい

ということで、今現在考えております。

　例えばかなりの拡幅というのは非常に

困難でありますので、児童・生徒の安全

確保については、今後とも教育委員会と
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相談しながら、交通専従員等のことにつ

いても、協議を重ねてまいりたいと思っ

ております。

　以上です。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　私の方か

ら、まず１点、土地取得をＵＲから行う

のかという問いがございましたが、それ

については、鉄道機構から土地取得を行

いますので、我々がＵＲから土地取得を

行うことはございません。まず、それを

申し上げておきます。

　それと、なぜＵＲなのかという再度の

お問いにつきましては、これも先ほど言

いましたように、空白地帯を１日でも早

くうめるためには１日でも早い工事の施

工、いわゆる公園の供用開始が望まれる

というところから、本市が市施工として

土地取得を行い工事を施工するよりも、

ＵＲ施工の方が土地取得と公園整備が同

時並行で行われるという利点がございま

すので、早くできる、早く完成できると

いうことがございます。

　粗い試算ではございますが、ＵＲ施工

と市施工、事業費比較を行いましたが、

ほぼ同額でした。ですので、金額以外の

メリットを見出すことから、ＵＲ施工の

方が我々としては望ましいのではないか

と。

　また、買い戻しをするわけでございま

すので、ＵＲにお任せしますと、彼らは

買い戻ししてもらう立場ですので、幾ら

で買おうが、幾らで整備しようが関係ご

ざいませんが、我々は買い戻しをする立

場でありますので、当然、土地取得の交

渉金額から、導入しようとしている施設

整備の事業費の精査に至るまでかなり深

くかかわりながら、今後、詳細設計を詰

めていこうと思っておりますので、世の

中で言われているようなことは起こらな

いのではないかと考えてございます。

○木村委員長　中谷理事。

○中谷都市整備部理事　ダイヘンの解体

について、私の方から説明させていただ

きます。

　現況把握しているのかということなん

ですけども、先週の金曜日、私も行って

きました。たまたま雨が降っておりまし

たので、水はかけてなかったようですけ

ども。在来からどこの解体もそうなんで

すけども、騒音とかほこりをなしに解体

するというのは不可能です。どこでも多

少なりとも解体に伴いますご近所の迷惑

というのは、発生すると思っております。

　ただ、その解体の過程でどれだけの解

体される方が配慮していただけるかとい

うことなんですけども、当然、我々がこ

れからやっていく事業が控えております

し、解体の延長線にあるということで、

近隣の方からの信頼も得たいという思い

もございます。余りご迷惑かける、目に

余るようなことがあれば、我々の方から、

また解体業者の方にうまく迷惑のかから

ない解体をしていただけるように要請は

したいと思っております。

　以上です。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　ダイヘンの解体の件なんで

すけど、今、聞いてて、今まで１回もそ

したら何も要請も何もしてはらんのです

かね、そんなに強い要請がなかったんで

すかね。

　今、聞いていると、やっぱり何か民間

で取り壊ししはるんやからっておっしゃ

るんですけど、ここは特別ですよね、で

も。境川も暗渠化にしてね、歩道にして

世界に環境を発信するわけでしょう、そ

ういうまちをつくっていくわけでしょう。

そういうことだからこそね、その前の解

体、さらに重金属でしたっけ、そういう
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汚染物質もあったということで問題になっ

てるとこなんですよ。それの解体ですか

ら、やはりそういう点で言うと、市の方

はもっと積極的に、指導までは言わなく

ても、共同でやっぱり、ジェイ・エス・

ビーともやっていこうとしてるわけです

から責任あると思うんですよね。何かす

ごく、ただ見てるだけという感じするん

ですけどね、そんなんでいいのかと思い

ます。また、これから本格的に解体まだ

ありますよね、大きな工場の。

　私が特に言ってるのは、やっぱり第一

中学校の運動場が真横にありまして、も

ちろん防音のシートしてはりますけれど

も、飛散しないようにということで、そ

ういうこともあって、ぜひやっぱり何度

か見に行っていただきたいと思うんです

よね。やっぱり目に余るというて、目に

余ったらあかんのですけど、目に余らな

いようにやはり、本当はさきにもうちょっ

と言うといてほしかったんですけどね。

地元の人たちへの説明も本当になかなか

不十分やったということで、地元の方た

ちも怒っておられる方がたくさんおられ

るわけですよね。

　というのは、何か知らん間に、今、解

体してるわという感じで、一体だれに言っ

たらいいんだろうということでね。市の

方にやっぱりかけないと、市民はやっぱ

りかけざるを得ないと思うんですよね。

そういう点で言うと、まだまだこれ解体

続くと思うし、このダイヘンだけ違って、

これから福祉会館の撤去であるとか、市

民体育館の撤去であるとか、そういうの

も出てくるわけでしょう。同じようなケー

スになっていくんですかね、これは市の

方で撤去するんですもんね。やっぱりぜ

ひきっちりと、迷惑かからないように、

世界に環境のエコを発信するという、そ

ういうまちをつくるとうたってるわけで

すから、そういう解体の段階でもやっぱ

りしっかりと指導できるようにしていた

だきたいなと思います。

　やっぱり、都市再生機構が国土交通省

からの天下りの受入先です、これね、問

題になっている。こういうころと利権絡

みの温床とも言われて、本当に廃止すべ

きだという声が国民の中からも出ている

ようなところです。

　いろいろおっしゃいましたけれども、

私はやっぱりこれは、こういうやり方は

よくないと思います。同じように市の方

でやるんであれば、しっかりとかかわっ

て、きちんといろんなものが見える中で

やっていくべきではないかなと。

　それはなぜかというと、多額のお金を、

やっぱり売却費用として出すからですよ。

そういう点で言うと、これについては納

得いかないなと、今のご説明でもやっぱ

り納得いきません。

　地元の住民の皆さんへの了解は、まだ

言うたら計画がはっきり決まっていない

からということでしたっけね。７月に都

市計画決定をするからということだった

んですが、地元の皆さんにも、決まった

後で言われると、いつも市の方は決まら

ないと言えないというのもあるんかもし

れませんけれども、やはり、今、本当に

千里丘のあの地域で、唯一まあまあ広い

公園なんです。あそこぐらいしかないの

でね、あとは市場池公園とか、そういう

とこに行ったりしますけれども、私は残

していただく方向でやっぱりやるべきじゃ

ないかなと思います。

　あとのいろんな問題については、また

今後、見ていきたいと思います。

○木村委員長　解体工事の問題は、先ほ

ど月に１回ぐらい苦情があるという答弁

がありましたし、そういう点では、そう

いう苦情があったときには、現場に市と
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して出向いているのかということも川口

委員が問われていましたし、そういう点

では、今まで市が行ってなかったとした

らね、やはりそういう苦情があるときぐ

らいはやっぱり現場に行ってみるという

ことの決意をしてもらわないかんので、

その辺のことについて、中谷理事の方か

ら一遍答えてもらえませんか。

　この間の一中の卒業式のときに、どう

ですか、解体の状況はと聞いたら、特に

問題はありませんという校長の話でした

から一応安心してたんですけれども、そ

ういう点では、対市民に対する姿勢とし

て、今後、市としてどうするのかという

ことを一遍答弁してください。

　中谷理事。

○中谷都市整備部理事　現場には、でき

るだけ気にかけては行ってるんですけど

も、ただ苦情があった時間帯に我々がい

るかどうかというのは別なんですね。日

曜日か、勤務から帰ってきて電話される

んでしょうかね、宿直室に電話があって、

明くる日、我々のとこへ届いてきたとい

うときで行けないときもございます。

　だけど、そういう状況になれば、今、

委員長おっしゃっているように、できる

だけ小まめに対応していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　午前中、あるいは、ま

た先日、代表質問等からもいろいろと議

論が重ねられてきましたので、若干かぶ

る話があるかもわかりませんけども、一

応、私の方から幾つか質問させいただき

たいと思います。

　まず、南千里丘のまちづくり関係の話

です。

　駐輪場と駐車場のスペース、これは一

定以前にもお話があったわけですが、ど

うもはっきりしないというか、大体どれ

ぐらいのスペースをどういう形に、どこ

へするんかと。大筋、区画整理をして駅

前広場ができ、あるいはまたコミュニティ

プラザの部分と、それから、それぞれの

民間の施設ができるということでわかる

んですが、具体的に駅周辺になりますと、

どうしてもこのスペースははっきりしと

かないと、千里丘の駅でも後から駐車場

スペースを大金をかけてやるということ

もありましたし、そういったことも含め

まして、もう一度具体的に、どんな方向

にあるのかということを聞かせいただき

たいというふうに思います。

　それから、これもいろいろ議論のある

ところですが、坪井踏切の問題を初め、

産業道路踏切の改良、安全対策について

は一定いろいろと考えていただいている

ということはご答弁でわかるわけですけ

れども、交通専従員の配置とかというこ

ともありますけれども、特に坪井踏切の

具体的な話としてですね、この区画整理

区域の西北の隅にある線路際の民地があ

りますね。これは、区画整理区域から、

いろいろ事業の遂行上、障害がある可能

性がありますので外してあるということ

でありますけれども、けども、やはり基

本的にはやっぱり入れる方向で、いろい

ろ進めながら並行して区域に入れられる

ような努力はすべきだと思いますんです

が、その点がどうなっているのか、その

点についてお聞かせいただきたいという

ふうに思います。

　それから、通学路の安全対策等につい

て、丑川水路に沿った遊歩道、境川の左

岸側の堤防沿いの話で、線路の下をくぐっ

ているわけですけれども、これについて、

工事が始まりますとどういうふうになる

のかということについては、もう閉鎖し

て通学路を別のところへ、方向変換して、

代替通学路を用意しなきゃならん。
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　代替通学路を用意するに当たっては、

産業道路踏切を改良した中でやらないか

んとか、その辺の時間的な経過の中で、

いつの時点で、どういう形になるのかと

いうことを、もちろん工事が始まりまし

たり事業が進んでいくに従って、工程上

の問題として具体的に示されるというふ

うに思いますけれども、今の時点でどの

程度のことがわかっているのかというこ

とについてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　これは、いつも私が申し上げるように、

小坪井の避溢橋の活用ということを今ま

でも何回も言ってきましたけれども、こ

れは莫大な費用がかかるので、費用対効

果で非常に消極的な回答しかできないと

いうことになってるわけですけれども、

私はちょっと、やっぱりそういったこと

については、やはり費用対効果のことが

ありましても、工夫すればもっと別な形

になるんじゃないかということを今でも

思っているわけですけれども、そういっ

たことについて、もしお考えがあればお

聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

　それから、３月の時点で南千里丘まち

づくり懇談会、この会合がずっと、２２

回になるんですか、開かれて今日まで一

定のまとめをされつつあり、また今後の、

これらの意見を反映したまちづくりにし

たいということでいろいろやっておられ

るというふうに思うんですけども、今、

基本的にコミュニティプラザの基本的な

ところ、ジェイ・エス・ビーの関係にお

願いしてるということでありますけれど

も、そういったこと、まちづくりの懇談

会とのかかわりの中で、どういう形で具

体的に反映され、その関係の皆さんのと

ころへ、こういう意見がありますから、

こういうこともやってくださいというよ

うな感じで、そのまちづくり懇談会と、

それから今現在、基本的にジェイ・エス・

ビーの方で絵をかいていただいている、

そことの関係を、今、どんな関係でつな

がっていって、この意見を反映されよう

としているのかということをもう１回ちょっ

と聞かせていただきたい、この時点で思

いますので。

　それから、区画整理を進めていかれる

上で、グラウンドというんですか、路盤

が堤防から若干低い、さらに西の方へ行

きますと、向こうの南千里丘線ですか、

坪井踏切から南へ行っている道路との高

さの関係とか、それから、ふれあい広場

の方へ行きますと、また一段低いという

形、このグラウンドの高さが、今の状態

のままで整備されるのか、あるいは、ま

たある一定の高さに統一されてされるの

か、この辺のところをひとつ、どんなふ

うにされるのか、これをちょっと聞かせ

ていただきたい。

　それから、もう一つ、共同溝という話

がありましたので、これ下水との関係が

どうなるのか、下水を含めた形で、今言

う関電とかＮＴＴとかいう電気、通信関

係の分との共同溝になるのか、あるいは

また全然別個の物の考え方になっている

のかね、この点についてもちょっと聞か

せていただきたいというふうに思います。

　それから、あと千里丘西口の話ですね、

これは見直し作業を進めるために、７０

０万で検討する業務を委託するんだとい

うことです。これは、今、都市計画決定

あり、また一定の再開発手法でというや

り方の方向性はある程度あるわけですけ

れども、具体的に何をどういう形で見直

してくれというふうに言うてるのか、あ

るいは、どうしたらいいか、今はこうなっ

てますけど、後は一番ええ方法が何かあ

りませんかということでやるのか、こう
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いうふうに見直してほしいと思いますけ

ども、これについてどれだけの費用がか

かるとかかからんとか、そういったこと

をお願いしているのか、どんな形で具体

的にこの業務委託をされるのか、それを

ちょっと聞かせていうただけたらという

ふうに思います。

　それから、吹操の跡地の問題ですが、

これはクリーンセンターの移転というこ

とで、いわゆる吹田の正雀処理場に関し

ましては廃止される、我々のクリーンセ

ンターの方はどっかへ持っていかないか

んと。持っていく場合に三つの方法があ

るということで、下水の処理場へ直接投

入する、前処理施設をつくってどうのと

いう話あります。これとの時間的なタイ

ムラグはないのかどうか。

　これは、片方はつぶすという話になっ

てきてるわ、こちらの移転、かわりのも

のができてないちゅうようなことである

といけませんので、その辺の時間的な問

題がないようにしていただきたいという

ことですが、その点の心配はないのかど

うか、この点についてどういうふうにお

考えか、ちょっと具体的に、ある程度三

つの方法についてはお聞きしましたけれ

ども、その時間的なことで問題がないの

かどうか、ちょっと聞かせていただきた

いというふうに思います。

　以上です。

○木村委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、まちづ

くり懇談会と、今現在、進めていただい

ておりますコミュニティプラザとの今後

どういうような形で意見が、例えば通じ

ていくのかと、つながっていくのかと、

それがどう生かされていくのかというご

質問だったと思いますけども、我々、去

年ですけども、コミュニティプラザにか

かわります臨時に懇談会を開かせていた

だきまして、そこでいろんな意見をいた

だきました。

　相当細かくご意見をいただいて、それ

を統計というか、各項目ごとに整理して、

その中でも特に、例えば文化交流、市民

交流のところで飲食ができるような施設

が欲しいとか、いろいろな個別個々の意

見も聞いております。その内容を取りま

とめて、そして、それにかかわる施設の

メニューを整理いたしました。

　もう１点は、我々が庁内で検討会を持っ

て、それと相乗させて一つの構想として

取りまとめて、ご報告した経過ございま

すけれども。その内容を相手にお伝えし

て、今現在、個別個々でヒアリングをか

けてさせていただいております。それは、

各所管の意向として、例えば旧福祉会館

にかかわる所管、生涯学習にかかわる所

管、そして男女共同参画、シルバー、い

ろいろございますけども、そういう各所

管の、今、ヒアリングをかけて、その中

で、その意向を反映していただくような

形で、施設の配置を考えていただいてお

ります。

　施設の内容につきましては、まちづく

り懇談会で一定整理できておりますので、

それをどのような形で連携とって施設配

置が専門家として見ていただけるのかと

いうステップになろうかと思います。そ

れを基本計画の配置の内容がまとまりま

したら、当然、それをもって、今後、ま

ちづくり懇談会でまた改めて、こういう

機能的な導入は考えておりますよという

ご提示もしていきたいと考えております。

　そこで、ワークショップ等でまたご意

見を入れていただいて、そしてこういう

使い方をしたい、ここにはこういう設備

が欲しい、備品も含めまして。そういう

ような深く、もう一足、二足深い皆さん

方にご意見いただければ、今度は逆にそ
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れを持って、我々は導入すべき設備、備

品も踏まえて、検証していきたい。そし

て、ご意見を反映できるような基本設計

に盛り込んでいただくような話を我々は

向こうへ持ち込んでいきたいというふう

に考えております。

　以上でございます。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、南千

里丘のご質問についてご答弁させていた

だきます。

　南千里丘まちづくりにおける駐輪場の

台数や駐車場の考え方についてどのよう

に考えているのかということであります。

　駐輪場につきましては、当初、交通対

策課と協議をしながら、一定駐輪台数を

決めてまいりました。台数につきまして

は、１，１００台を目標に整備をしてま

いりたいと。それにつきましては、現在、

ＪＲ千里丘の方で３，０００台強の駐輪

場が設けられております。乗降客数から

いきますと、新駅につきましては１万２，

０００と約３分の１程度になっておりま

すので、３，０００台から３分の１とし

ますと、約１，０００台ぐらいになるの

かなと。それに若干余裕を見まして、１，

１００台ということで検討させていただ

いております。

　駐輪場につきましては、コミュニティ

プラザの公共用地のところで、一応９０

０台程度現在考えております。そして、

線路よりも北側、要するに千里丘側の方

で河川敷を使い約１５０台ぐらいを確保

できないかなと、今現在考えております。

それで、約１，０５０台ということにな

ります。それではまだ足りませんので、

阪急電鉄にも線路敷を活用した駐輪場を

お願いしており、阪急電鉄も前向きに検

討していただいております。

　そういうことで、何とか１，１００台

をクリアしていきたい。そして阪急電鉄

におかれましては、レンタサイクルなど

もできるのかなということで検討してい

ただいている状況であります。

　駐車場につきましては、この南千里丘

まちづくりが完成した後は、ふれあい広

場の一部、警察側でございますけども、

市の用地を確保しておりまして、平面的

な駐車場でありますが、そこを駐車場と

いて整備してまいりたい。今後、駐車場

の必要状況によりましては立体化も検討

いてまいりたいと、今の段階では考えて

おります。

　ふれあい広場で最大駐車場をとれると

しましても、今の段階では試算で７０台

から七十五、六台ぐらいかなと思ってお

ります。

　自転車駐輪場につきましては、もし今

後足らないという状況になった場合は、

民間の方でも、そういう運営をしていた

だける人がいるのかどうかも、また今後、

地元にも入ってまいりたいと考えており

ます。

　それと、坪井踏切付近に民地があって、

当初は区画整理事業に参画していただく

ようにお願いしました。しかし事業の段

階で入れれなかったという状況があって

今現在に至っております。その方をもう

一度、区域に入っていただくよう働きか

けることはできないかというご質問だと

思いますけれども、今現在、区画整理事

業の事業認可をいただき事業実施の段階

に入っております。

　そして、坪井踏切のこともありまして、

もう一度、その方とはお話をしたことも

あります。ただ、それは区画整理事業の

参画についてではございませんけれども、

踏切拡幅に伴ういろんな諸条件で一度話

をしました。やはり、今現在でも、その

借りておられる方と土地の関係がござい
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まして、今は、そういうことに市の方か

ら入らないでほしいということでお聞き

しておりますので、区域には今の段階で

は入れることも考えておりません。

　次に、丑川水路の工事によって通学路

の確保ということで、いつごろにわかる

のかということ、期間的にもどうなるの

かということであります。

　丑川水路の付近をさわる工事につきま

しては、境川の一級河川をさわるという

ことになりますので、これにつきまして

も渇水期の工事となります。秋の１０月

から次の年の６月になってしまいます。

その丑川水路で大きな工事としましては、

阪急の北側で人道橋というんですか、歩

道橋をかける工事と丑川水路を埋める工

事、あるいは境川をボックス化する工事、

そして境川を親水化、上部の整備が入っ

てまいります。

　今現在も詳細設計を行っているところ

なんですけども、橋梁工事につきまして

は、これは渇水期ということで限定され

てますので、１０月以降。境川のボック

ス工事につきましても、１０月以降の工

事になろうと思います。丑川水路につき

ましても、水が流れておる用水期、ある

いは河川のすぐそばということで、これ

も渇水期工事になるかと思います。そし

て、産業道路踏切の、代表質問でもご答

弁させていただいたと思うんですけども、

産業道路踏切の１年前倒しを、今現在、

阪急電鉄にお願いしておりまして、当初

は２１年度中に踏切を改良するというこ

とでありましたけれども、何とか２０年

度の後半でもいいから改良してほしいと

いう申し入れはしております。それがも

し可能になれば、年末ぐらいには何とか、

その拡幅が可能になるのではなかろうか

と、今の段階では考えています。そうし

ますと、１０月から年末までの間でいき

ますと、二、三か月ぐらいはちょっと通

行どめの期間とずれが出てくる。

　ただ、施工方法によっては、反対側の

堤防から着手する方法もありますので、

その辺は今後の工事の進め方によっては

何とかクリアできるのかなと。その辺は、

まだ申しわけないですけども、今の段階

でははっきりとはご答弁申し上げれませ

んので、よろしくお願いします。

　それと、小坪井の避溢橋の活用でござ

います。

　これにつきましても、阪急電鉄、ある

いは摂津警察関係者とも協議を重ねてま

いりましたけども、やはりバリアフリー

等、あるいは視認性の問題で、人の安全、

児童の安全等を考えますと、直角に折れ

るということは非常に安全性に欠けると

いうことがございまして、それともう一

つは多額の費用がかかるということがご

ざいまして、今の段階では避溢橋を活用

することよりも、何とか産業道路踏切の

茨木側で、拡幅を伴わない歩道の確保を

検討してまいりたいと。要するに、車道

を少し縮めて歩道を確保していきたいと

いうことも検討しておりまして、ことし

の平成２０年度の予算にも計上させてい

ただいております。

　そういうことで、まだ阪急とは正式に

は踏切の改良について、合意に至ってお

りませんけども、これについては何とか

実施してまいりたいと考えております。

　区画整理の整備高さ、基盤高さでござ

いますけれども、原則的に阪急の線路沿

いの道路に関しましては、ほとんどレー

ルの高さと同じ高さで合わせてまいりま

す。ですから、境川の方はレールの高さ

で高くなります。坪井の踏切は、坪井の

踏切の道路の方の高さとなります。幹線

道路につきましても、香露園交差点から

進入しますので、その高さは変わりませ
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ん。それから、千里丘南千里丘線までス

ロープでおりていくという状況になりま

す。

　そして、民地の高さでありますけれど

も、ダイヘンが取り壊され撤去後は、今

の地盤よりも２０センチ程度下がるもの

と考えております。それは撤去後であり

まして、それから民間が開発を行われま

すので、恐らくその道路高さから若干上

がってくると。境川の堤防につきまして

は、境川の堤防よりも低くなることはな

いと思っております。そうしますと、開

発の地盤面であわせるのか、あるいはレ

ベルでいって道路ですりつけるのかとい

うのは、これは今後民間が考えられると

思いますので、そこまでは我々は計画し

ておりませんけども、やはり道路高さに

合ってくるものだと考えております。

　そして、電線共同溝でございますけど

も、これにつきましては、下水道管は含

みません。あくまでも通信、電気のみで

ございまして、企業としましては関西電

力、ＮＴＴ、ジェイコム、ケイオプティ

コムの４社が、アンケートの結果、仮管

を入れてほしいということでございまし

たので、あくまでも電線類に関した共同

溝ということになっております。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西地区の見直しにつきまして、具

体的な内容についてのご質問ですけれど

も、まずは、現在の都市計画決定されて

おります駅前広場、これの規模につきま

して、バスの導入等も含めまして、実際

どれぐらいの規模が必要なのかというの

を検討したいというふうに思っておりま

す。

　それと、もう一つ区域の変更について

でありますけれども、これにつきまして

は、今の再開発の準備組合、また地権者

等の意向も確認してまいらなければなり

ませんけれども、例えば個人開発を考え

ておられる方が先行して開発された場合、

残りの区域の中で再開発が可能なのかと

か、また、現在反対されている大口地権

者さん、この方がおられるために組合と

しての再開発ができない状態にあります

けれども、例えば、この方を区域から外

した場合、本当に再開発要件として合致

するのか、また事業採算が合うのか。そ

れぞれの場合において、駅前広場の規模

と位置が、どのような形になると、どん

な形のビルが本当に可能なのか、場合に

よっては区域が小さくなって、駅前広場

を取りますとビルが建たないというよう

な場合も想定されますので、それら何種

類かいろいろ検討する中で、どういう形

にすることによって、今、事業が進まな

い状況を打開できるのかといったところ

を検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　私の方か

ら、クリーンセンターの移転等が正雀処

理場の廃止とどうタイミングが関係して

くるのかという点についてのご質問にお

答えいたします。

　市長答弁にもございましたとおり、ク

リーンセンターのあり方については、吹

田市において、下水業務の合理化だとか、

吹操跡地の活用の観点から、正雀処理場

を廃止するという方向で検討されており

ますので、本市はそれに伴って、その正

雀処理場の廃止がなされた場合にクリー

ンセンターをどうすべきなのか、どこで

どう扱うのかというところを検討してい

るところでございます。

　吹田市の計画では、最短で平成２３年

度末には正雀処理場の機能の廃止という

ものが一部述べられておりますので、本
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市としては、し尿等を公共下水道管等に

投入する場合にも、その整備に一定期間

が要するというようなことで、２０年度

中にはその目処を立てたいというふうに

答弁もしておりますので、吹田の正雀処

理場の廃止と時間的にそごが生じるとい

うようなことはないと考えていただいて

結構かと思います。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　それぞれ、かなり以前

からの論議と重なっている部分がありま

すので、これ以上もうどうこう言うこと

ありませんが、一つ冒頭にちょっとお尋

ねしたかったんですが、大阪府との関係

で暫定予算になったことに対して、先ほ

ど境川のボックス化の話とのかかわりの

中で心配ないということなんですが、こ

の事業の進捗に、これ以外に大阪府の今

度の暫定予算になったことによって、こ

の事業に直接何か、わずかな予算でも影

響があるという具体的な話があるのかな

いのかですね、その辺を冒頭にちょっと

質問を忘れましたんで、ちょっと考え方

を聞かせいただきたいと思います。

　それから、今、お答えいただいたこと

の中で、特に当面の話として、これから

事業を動かしていく中で、近所の安全対

策とか、あるいはまた通学路の問題とか、

そういったこと細々した問題がそれぞれ

起こってこようかと思いますし、今も具

体的に話ししてますような部分なんかで

もしっかりと考えていただかないといけ

ないと思いますので、その点、ぜひ遺漏

のないようにしていただきたいと思いま

す。

　先ほど、川口委員のご質問の中で、現

在の工事でいろいろ問題があるのじゃな

いかという話があったと思うんです。お

とといでしたかね、中学校の卒業式のと

きに、自転車であの堤防の上を通ります

と、やはりほこりっぽい、ちょっとした

においも含まれて、やっぱりあるわけで

すわ。だから、もうほとんど建物そのも

のは、いわゆるアスベストの問題になる

ようなスレートを外されて、それで中の

鉄骨もほぼつぶされて更地になりつつあ

りますけれども、やはりシートを外され

ると、かなり近隣に、そういった、通っ

ただけでちょっとそういうことを感じる

場合がありました、正直。私自身がそれ

を体験してますのでね。

　だから、そういったことはご近所の方

にすれば、当然、感じておられると思い

ますし、そういうことを頭に置いてです

ね、これから周りに対して、全くそれは

何もなしに事が過ぎるということは一番

いいことですけれども、実際問題として

はなかなか難しいと思うんですが、でき

るだけ影響を少なく、うまくいけばゼロ

になるようにということで思うんですが、

そういったことについて、もう一度ちゃ

んと、その工事関係者等に、こちらの方

から、そういう周りの話もあるわけやか

ら、より慎重にちゃんと最後まで工事を

やりとげてもらいたいということを、ぜ

ひ申し入れていただきたいというふうに、

これはお願いしときたいと思います。

　以上です。

○木村委員長　鬼追参事。

○鬼追まちづくり支援課参事　橋下知事

になられて、暫定予算の影響の可能性と

いう観点から申し上げます。

　吹操の基盤整備、区画整理事業をＵＲ

施工で行うという協定、府も入った中で

協定を結んでおるんですが、区画整理事

業のＵＲ施工という事業の枠組みといい

ますか、骨組みといいますか、その補助

事業対象者というのが大阪府になってお

ります。これは、ＵＲ施工場の場合は、

必ず都道府県がその補助事業対象者とな
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りまして、府のルールで府の持ち出しと

同額以上を地元自治体、地元市町村が負

担するという、こういったルールを協定

で結びまして事業を進めていこうという

ことでございます。

　暫定予算になりまして、補正予算の中

に事業の見直し、すべての事業は見直し

でございますので、大阪府の中で区画整

理そのものが事業見直しにリストアップ

されているはずでございます。

　ですので、まずもってそんなことはな

いんでしょうが、万が一、区画整理のそ

の事業がゼロという査定になった場合、

また違う方針を立てる必要があるのでは

ないかということが懸念されます。

　ただ、私個人的に大阪府の方とお話し

してる中では、皆さんよくご存じのよう

に、吹操というのは梅田北ヤードの移転

の話から端を発しておるというようなこ

とでございますので、知事の方もその辺

はよくご理解していただいているという

ふうに聞いておりますので、目先の判断

といいますか、わずかなことぐらいでぐ

らつくような事業内容ではないというふ

うには担当事業課の方からは聞いており

ますので、大丈夫だと思いますが、念の

ために可能性という点でご報告させてい

ただきます。

○木村委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　私の方からは、

南千里丘まちづくりに関する府からの暫

定予算の影響がないかということなんで

すけども、この南千里丘まちづくり事業

につきましては、まちづくり交付金とい

うことで、国の直轄補助になっておりま

すので、大阪府の影響はないと考えてお

ります。

○木村委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　コミュニティプラ

ザにかかわります分につきましては、当

然、民間のリース、リースバック等の考

えがございますので、補助金は直接かか

わらないということでご報告させていた

だきます。

○木村委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　連立事業につい

てでございますが、この調査のための負

担額、本市はもう既に４００万円を２０

年度予算に計上しておるところでござい

ます。そのためにも、今、大阪府の方は

暫定予算になっておるわけでございます

が、事業の必要性、効果を十分大阪府に

対して積極的に働きかけて、予算計上し

ていただくよう努めてまいりたいと考え

ております。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　それぞれお答えいただ

きまして、要は、これまでに明らかになっ

ていますように、まちづくりの全体スケ

ジュールですね、こういう一定の方向が

あるわけですから、この方向を狂わない

ようにですね、しっかりそれぞれの場で

守っていただきたいというふうにお願い

して、質問を終わります。

○木村委員長　南野委員。

○南野委員　（仮称）コミュニティプラ

ザ複合施設、また境川の問題、それから、

新駅設置を含めた南千里丘の大きなまち

づくりの問題、それとＪＲ千里丘西口の

問題、それと阪急連続立体交差の問題等々

ですね、さまざまな意見と要望があり、

答弁も聞かせていただきまして、ある程

度、ある一定の理解は得ました。それと、

さきの代表質問等でさまざまな観点から

ご要望もさせていただきました。

　その中でですね、今回の予算いうこと

で一つだけちょっと聞いておきたいと思

います。

　予算書１７０ページやったと思います。

予算概要では、９３ページの部分ですね。
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阪急正雀駅前地区整備支援事業というこ

とで、３５万６，０００円の予算計上し

ていただいております。地元主体のまち

づくり活動への支援ということでありま

すけども、まちづくりワークショップと

いうことで、１９回行っていただきまし

て、最終１１月ですか、消防の屯所とち

びっこ広場やったと思います。地元の方、

地域の子どもたちを含めて絵をかいてい

ただいたということで、私も参加させて

いただいたんですけども。また、来年度、

この３月にそのワークショップを開催さ

れるということで、方向性として同じよ

うな方向で行くのか、ワークショップに

関して、どのように考えておられるか、

市の方の考えをちょっと聞かせていただ

きたいと思います。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　正雀ワーク

ショップについてですけれども、正雀地

区につきましては、ご存じのように、再

開発事業という形の中でまちづくりを進

めてきて、なかなか再開発ができないと

いう状況になりました。

　その中で、やはりまちづくりについて

皆さんで話し合う場という形の中で、正

雀ワークショップという形をさせていた

だき、１年目には正雀の実態調査的なこ

とをやらせていただき、２年目では皆さ

んで正雀をよくしていくためには何が必

要なのかというような話をさせていただ

きました。

　正雀地域、基盤整備がまだまだ整って

いない状況で、これは当然行政がやって

いかなければならないというふうに考え

ております。来年度からは、道路課にお

いて歩道の拡幅整備等も実施され、基盤

整備について一部手をつけられるという

形になっております。

　そんな中で、再開発ができないという

状況の中で、基盤整備、土地利用、また

車の寄りつき、駅前広場等、一括して整

備するわけにはいかない状況にあります

ことから、現在、まちづくり支援課とし

ては今現在続けております正雀ワークショッ

プにおいて、地元の活動を支援していこ

うと、ハード系以外の形の中のまちづく

りを支援していきたいというふうに考え

ております。昨年は、皆さんで屯所に絵

をかこうという形の中で進めまして、一

定絵もかけ、地域でも一応好評をいただ

いたという形になっております。

　これから、次、同じことをするのか、

また違うことをするのか、ワークショッ

プの中で、またいろいろと検討もしてま

いりたいというふうに思っております。

　それと、ハード系なんですけれども、

道路の拡幅整備、若干時間もかかろうか

と思いますけれども、それに伴いまして

本会議等でも車の寄りつきや駅前広場を

どう考えているのかというようなご質問

もありましたので、また十三高槻線の進

捗状況、また道路の拡幅整備の状況等を

見る中で、そちらの方も並行して考えて

まいりたいというふうに思っております。

○木村委員長　南野委員。

○南野委員　答弁いただきまして、あり

がとうございます。

　その屯所にちびっこ広場ですか、絵を

かかれたということ、私も参加させてい

ただいて、本当にすばらしい取り組みを

されたなと、地域の方も喜んでおられる

なと思いました。

　ハード面の歩道の拡幅等々の話もあり

ましたけども、もう１点だけちょっと聞

かせてほしいんですけども、このワーク

ショップは地元主導のまちづくりの支援

ということで、地元の方が集まってこら

れて開催されておられますけども、ちょっ

と視点を、正雀駅を利用する方と、僕は
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思うんですけども、すごい学生がこのワー

クショップにも学生、人間科学大学の学

生が来られておりますけども、ほかにも

大学がありましたり、高校生はあれです

けども、すごい学生が多いまちであるの

かなと私自身思うんですけども。そのワー

クショップに、利用される観点からの方

とか、学生の拡大をするとか、そういっ

た考えなんかは持っておられないのか、

その点をちょっと聞きたいと思います。

○木村委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　現在、正雀

のワークショップに、人間科学大学の学

生、また先生も参加していただいており

ます。

　人間科学大学では、コミュニティスペー

スというような学校の出先といいますか、

発表の場というのを正雀の商店街の中で

構えられて、そこで種々発表等もされて

おります。また、正雀のワークショップ

も、そこを借りて一緒にやらせていただ

いたというようなこともあります。

　確かに、地元に大学があり、今は大学

の方も、そういう正雀とか地域とのかか

わりというのをいろいろと模索しておら

れるような状況であります。

　今後とも、大学の方も、これからも正

雀のワークショップには参加していただ

けるというふうには聞いておりますので、

学生と地域と、現在、若干数は少なくなっ

ておるんですけれども、できるだけいろ

いろな方に参加していただいて、話し合

いの中から正雀が、そのハード系以外で

元気にするためにはどういうことをやっ

ていったらいいのかと。できれば商業者

等も参加していただきたいんですけれど

も、今まで正雀の若手を中心に正雀でそ

ういうまちづくりもやってきたんですけ

れども、なかなか商業の方も手いっぱい

というような形があった中で、今、正雀

の商業者によるまちづくりというのは我々

とは一緒にはできていない状況ですけれ

ども、今後、商業も当然正雀のまちづく

りには非常に大事な要素だというふうに

思っておりますので、商業者、市民、大

学、行政、それらが一緒になってまちづ

くりの話ができて、まちがよくなってい

けばいいというふうに思っております。

○木村委員長　南野委員。

○南野委員　ありがとうございます。

　さらにですね、ワークショップの充実

もしていただいて、本当にいいまちづく

りができますよう、よろしくお願いいた

します。

　以上です。

○木村委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　ないようでしたら、以上

で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時５３分　休憩）

（午後２時５５分　再開）

○木村委員長　休憩前に引き続いて再開

いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　討論なしと認め、採決い

たします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定い

たしました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定い

たしました。
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　議案第２１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決しま

した。

　議案第２２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定を

いたしました。

　以上で、本委員会を終わります。

（午後２時５６分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　木　村　勝　彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　山　本　善　信

－�51�－


